
PDF issue: 2025-07-02

香川県の地租改正とその影響

土居, 光子 / DOI, Mitsuko

(出版者 / Publisher)
法政大学史学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政史学 / 法政史学

(巻 / Volume)
40

(開始ページ / Start Page)
79

(終了ページ / End Page)
104

(発行年 / Year)
1988-03-24

(URL)
https://doi.org/10.15002/00011017



は
し
が
き

明
治
政
府
は
成
立
の
当
初
か
ら
鎖
国
に
よ
っ
て
立
ち
お
く
れ
た
封

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

は
し
が
き

円
土
地
丈
量

口
地
価
に
つ
い
て

白
地
券
に
つ
い
て

口
地
租
改
正
に
つ
い
て

⑤
金
禄
公
債

㈹
松
方
大
蔵
卿
の
緊
縮
政
策

㈹
地
主
と
銀
行

㈹
地
主
の
植
民
地
投
資

㈹
地
主
階
級
の
消
滅

あ
と
が
き

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響

建
制
度
の
打
破
、
庶
政
刷
新
を
図
る
と
共
に
列
強
か
ら
押
し
つ
け
ら

れ
た
不
平
等
条
約
の
外
圧
に
対
し
、
こ
れ
を
自
力
で
撤
廃
す
る
に
は

近
代
資
本
主
義
国
と
す
る
ほ
か
に
方
法
が
な
い
と
考
え
、
西
欧
の
す

ぐ
れ
た
文
物
を
取
入
れ
る
一
方
、
明
治
七
年
二
八
七
四
）
内
務
省

に
勧
業
寮
を
設
置
し
、
産
業
の
普
及
・
生
産
増
大
と
共
に
品
質
の
向

上
に
よ
り
貿
易
の
増
進
を
図
る
。
特
に
明
治
三
年
の
工
部
省
創
設
は

工
業
部
門
・
交
通
部
門
に
わ
た
り
明
治
初
期
の
殖
産
興
業
政
策
と
し

て
極
め
て
重
要
な
手
段
で
効
果
は
甚
大
で
明
治
十
八
年
二
八
八
五

年
）
の
廃
省
ま
で
経
済
面
で
は
政
府
の
意
図
に
反
し
巨
大
な
損
失
を

招
い
た
が
十
五
年
間
の
諸
事
業
は
我
国
近
代
産
業
発
達
の
基
礎
と
な

っ
た
。

さ
て
徒
手
空
拳
の
政
権
で
あ
っ
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る
富
国
強
兵
、

殖
産
興
業
政
策
に
要
し
た
費
用
は
、
⑪
政
府
発
行
の
不
換
紙
幣
、
②

土
居
光
子

七
九
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務
局
」
を
設
置
し
、
総
裁
に
大
久
保
利
通
、
御
用
掛
に
大
隈
重
信
、

三
等
出
仕
松
方
正
義
以
下
強
力
な
人
的
構
成
を
以
て
改
正
事
業
の
完

遂
を
期
し
た
。

し
か
し
以
上
の
こ
と
は
地
主
の
資
本
を
利
用
し
、
当
時
の
人
口
の

約
八
割
の
農
民
が
こ
れ
を
負
担
し
た
こ
と
に
な
り
、
一
部
に
封
建
色

を
存
し
、
零
細
農
民
や
小
作
制
度
が
残
り
、
後
に
農
村
社
会
問
題
、

（
１
）

農
村
経
済
問
題
が
起
る
原
因
と
な
っ
た
。

さ
て
明
治
八
年
二
八
七
五
）
大
政
官
達
と
し
て
、
「
来
ル
明
治

九
年
ヲ
以
テ
各
地
方
一
般
改
正
ノ
期
間
ト
定
ム
」
の
達
に
よ
っ
て
、

香
川
県
で
は
九
年
三
月
か
ら
改
正
事
業
を
開
始
し
た
が
、
同
年
八
月

愛
媛
県
と
の
合
併
に
よ
り
改
正
事
業
は
「
愛
媛
県
讃
岐
国
地
租
改
正

行
出
来
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

明
治
四
年
二
八
七
一
）
廃
藩
置
県
に
よ
り
全
国
士
を
手
中
に
収

め
た
が
、
こ
れ
で
政
府
の
財
政
的
基
礎
が
安
定
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
こ
で
統
一
国
家
と
し
て
財
政
処
理
方
策
と
し
て
旧
租
法
に
代

る
新
た
な
租
税
構
想
を
考
案
し
、
そ
れ
に
つ
ぎ
内
国
税
と
海
関
税
の

二
本
立
を
考
え
た
が
、
当
時
の
経
済
事
情
か
ら
農
業
以
外
に
見
る
べ

き
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
、
地
租
に
重
点
を
置
い
た
。
そ
こ
で
地
租

改
正
を
必
要
と
し
大
蔵
・
内
務
両
省
の
協
力
を
得
て
「
地
租
改
正
事

務
局
」
を
設
置
し
、
総
裁
に
大
久
保
利
通
、
御
用
掛
に
大
隈
重
信
、

華
士
族
所
有
の
金
禄
公
債
、
③
豪
商
よ
り
の
借
入
金
、
③
租
税
、
に

よ
っ
て
賄
っ
た
が
紙
幣
も
公
債
も
共
に
租
税
を
保
証
し
な
い
で
は
発

法
政
史
学
第
四
十
号

ま
ず
香
川
県
の
行
政
は
次
の
通
り
変
遷
し
て
い
る
。

第
一
次
香
川
県
明
治
四
年
一
月
十
五
日
発
足

名
東
県
時
代
〃
六
年
二
月
二
十
日
合
併

第
二
次
香
川
県
〃
八
年
九
月
五
日

愛
媛
県
時
代
〃
九
年
八
月
二
十
一
日
合
併

第
三
次
香
川
県
〃
二
十
一
年
十
一
一
月
一
一
一
日

以
上
行
政
面
が
二
転
三
転
し
て
い
る
の
は
、
面
積
が
狭
く
人
口
も

少
な
く
産
業
も
貧
弱
で
あ
っ
た
の
で
、
一
県
と
し
て
の
経
営
が
成
り

立
た
な
い
と
い
う
当
時
の
内
務
省
の
意
向
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

因
糸
に
香
川
県
の
面
積
は
岩
手
県
雫
石
町
の
小
岩
井
農
場
の
総
面

積
に
匹
敵
し
て
い
る
と
い
う
。

さ
て
愛
媛
県
は
讃
岐
に
対
し
次
の
よ
う
な
布
達
を
出
し
て
い
る
。

土
地
丈
量
ノ
儀
各
区
何
レ
モ
時
日
ヲ
費
ヤ
シ
最
早
改
租
ノ
期
間

一
一
相
迫
り
此
上
遷
延
相
成
候
テ
〈
甚
夕
不
都
合
一
一
付
兼
テ
旧
香

川
県
第
九
十
四
号
及
上
本
県
地
租
改
正
十
五
号
ヲ
以
テ
相
達
置

候
地
位
等
調
査
ノ
方
法
ヲ
折
衷
シ
一
層
煩
ヲ
省
キ
簡
二
就
キ
別

冊
ノ
通
り
更
正
候
余
自
今
右
二
照
準
シ
模
範
村
調
査
後
引
続
キ

八
○

（
２
）

事
業
」
と
し
て
継
続
し
た
。

本
稿
で
は
香
川
県
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

土
地
丈
量
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量
地
既
済
ノ
村
ム
ョ
リ
至
急
整
理
候
様
可
致
此
旨
相
達
侯
事

明
治
九
年
十
二
月
十
二
日

（
３
）

愛
媛
県
権
県
令
・
岩
村
一
同
俊

次
に
翌
年
は
、

地
租
改
正
ノ
儀
〈
昨
明
治
九
年
ヨ
リ
ヲ
期
シ
竣
工
ノ
筈
二
候
処

量
地
等
自
然
遷
延
侯
ヨ
リ
今
似
地
位
等
級
取
調
整
頓
不
致
甚
以

不
都
合
二
付
来
三
月
什
日
限
り
各
区
模
範
村
地
位
等
級
取
調
書

可
差
出
此
段
相
達
侯
事

明
治
十
年
二
月
二
七
日

愛
媛
県
令
岩
村
高
俊

（
４
）

第
壱
大
区
ヨ
リ
第
七
大
区
各
区
長

以
上
の
よ
う
な
布
達
に
よ
り
測
量
を
急
い
だ
が
、
当
時
一
般
農
民

は
反
別
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
全
く
無
智
で
あ
り
、
し
か
も
限
ら
れ

た
期
日
ま
で
の
丈
量
を
強
要
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
正
確
を
欠
く
た
め

土
地
測
量
技
術
試
験
に
合
格
し
た
専
門
技
師
に
請
負
わ
せ
た
。
こ
れ

は
測
量
請
負
会
社
に
属
す
る
技
師
数
名
が
一
組
に
な
り
測
量
を
行
う

の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
に
は
十
字
法
、
三
斜
法
、
分
間
略
記
の
大

体
三
方
式
が
あ
り
、
讃
岐
地
方
で
は
大
体
下
図
の
よ
う
な
測
量
法
で

あ
っ
た
と
思
う
。
費
用
の
面
は
郡
村
耕
宅
地
は
一
反
歩
に
つ
き
五
銭

五
厘
、
市
街
宅
地
は
百
坪
に
つ
き
二
銭
二
厘
、
外
に
測
量
器
具
、
畝

杭
、
紙
、
筆
、
墨
等
、
測
量
人
の
旅
費
、
日
当
、
昼
食
、
宿
泊
料
、

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

他
に
測
量
点
検
の
た
め
村
々
を
巡
視
し
視
察
に
同
行
し
た
総
代
人
に

（
５
）

は
日
当
と
昼
食
代
共
に
二
一
一
銭
等
を
支
払
っ
た
。

以
上
す
べ
て
の
費
用
は
地
域
住
民
の
負
担
で
、
そ
の
上
無
償
の
労

働
を
提
供
し
た
、
な
お
士
地
丈
量
の
遅
れ
た
理
由
の
一
つ
に
係
官

吏
、
戸
長
は
じ
め
村
役
人
、
豪
農
、
貧
農
相
互
の
利
害
の
対
立
と
妥

協
が
錯
綜
し
て
遅
れ
た
と
い
え
る
。
な
お
香
川
県
に
は
測
量
業
者
の

中
に
実
測
者
、
報
国
社
、
広
明
社
等
が
あ
り
、
ま
た
県
外
か
ら
雇
う

場
合
も
あ
っ
た
。

以
上
に
つ
き
福
島
正
夫
氏
は
「
官
が
直
接
土
地
調
査
を
行
わ
ず
人

民
に
や
ら
せ
た
方
式
は
た
し
か
に
巧
妙
で
改
正
の
成
功
の
重
要
な
原

（
６
）

因
と
な
っ
た
と
い
』
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一

取 野

二
子
へ
△
団
暮
暮
諸
旬
，

『
ペ
呼
壯
乞
淳
γ
、
裕
二
年
も
公
７
７

角
垂
圷
熱
心
苧
Ｊ
１
国
鴬
モ
マ
芸
苓
ゾ

更
二
一
坪
Ｘ
ｙ
ｙ
回
乏
や
平
熱
こ

『
彦
年
当
尽
壱
γ
伺
已
〒
土
へ

ご
マ
ヘ
ニ
ー
ヲ
ソ
陶
萱
平
從
野
，

包
溶
夛
岸
と
ｌ
γ
囚
弍
呼
‐
莵
斗
ソ

呵
土
坪
ご
←
ア
ノ
心
割
ヰ
ー
そ
へ

計
莞
宰
姥
公
拝
‐
毫
心
》
ワ

；

〒
八
一
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次
に
高
松
の
市
街
地
の
地
租
改
正
に
つ
ぎ
、
改
正
事
務
局
職
員
が

大
隅
重
信
に
宛
て
た
文
書
の
中
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

調
査
ノ
今
日
一
一
遷
延
セ
シ
ハ
人
民
妄
リ
ー
ー
改
租
ヲ
嫌
忌
セ
ン
ト

ス
昨
年
盛
一
一
悪
疫
ノ
流
行
セ
ン
ト
大
二
之
力
原
因
ヲ
為
シ
タ
ル

（
７
）

モ
ノ
ト
（
以
下
略
）

以
上
の
事
情
を
、
福
島
正
夫
氏
は
「
市
街
改
租
は
原
則
と
し
て
耕

地
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
地
価
が
耕
地
に
比
べ
て
一
般
に
高
価
で
あ

（
８
）

る
た
め
測
亘
塁
に
精
密
を
要
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

地
租
政
正
と
併
合
し
て
林
野
が
官
有
・
民
有
と
に
区
別
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
香
川
県
に
は
政
府
が
目
を
つ
け
る
よ
う
な
美
林
は
全
く

な
い
が
入
会
林
、
村
共
有
林
が
あ
り
、
一
村
あ
る
い
は
数
ヶ
村
が
共

同
で
薪
炭
材
、
下
草
刈
、
或
は
立
木
を
伐
り
放
牧
し
て
い
た
山
林
が

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
官
有
林
と
私
有
林
の
接
続
し
て
い
る
場

所
で
私
有
の
証
明
が
困
難
な
た
め
、
或
は
所
有
権
の
確
認
に
よ
り
地

租
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
国
有
を
余
儀
な
く
し
た
場
合
等
は
官

有
林
に
編
入
さ
れ
、
そ
の
他
に
山
林
収
奪
策
で
あ
る
「
か
こ
い
こ
ふ
」

と
い
う
の
が
明
治
三
十
一
一
～
三
十
三
年
（
一
八
九
九
～
一
九
○
○
）

頃
ま
で
続
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
林
野
関
係
の
編
成
替
え
は
地
元
農
民
に
よ
る
林
野

の
慣
行
的
利
用
を
排
除
制
限
し
、
あ
る
時
は
有
料
化
す
る
な
ど
封
建

時
代
に
く
ら
べ
て
き
び
し
く
近
代
農
業
経
営
に
土
地
利
用
が
妨
げ
ら

法
政
史
学
第
四
十
号

れ
、
零
細
農
業
経
営
に
追
い
込
ま
れ
、
農
民
層
の
分
解
を
促
進
す
る

原
因
と
な
っ
た
。

次
が
土
地
等
級
の
調
査
で
、
こ
れ
は
村
の
総
代
が
中
心
と
な
り
、

そ
れ
に
組
長
が
協
力
し
、
従
来
の
貢
租
の
高
下
に
か
か
わ
ら
ず
地

盤
、
地
味
、
土
壌
、
水
利
の
便
不
便
、
地
形
に
よ
る
運
搬
の
難
易
等

を
調
査
し
、
香
川
県
で
は
田
・
畑
・
宅
地
を
一
等
か
ら
三
十
五
等
に

区
分
し
、
一
等
反
収
は
二
石
二
斗
、
升
は
四
捨
五
入
、
そ
れ
か
ら
順

に
一
斗
下
り
、
十
八
等
は
反
収
一
斗
と
し
、
そ
れ
以
下
は
等
外
と
し

た
。讃
岐
国
寒
川
郡
長
尾
名
村
は
土
地
等
級
一
反
に
付
、

一
等
一
一
石
三
斗
四
升
五
合

反
別
一
丁
九
反
八
畝
八
歩

此
米
四
拾
六
石
四
斗
九
升
三
合

二
等
二
石
二
斗
二
升
八
合

反
別
一
丁
壱
反
七
畝
二
歩

此
米
七
拾
石
六
斗
四
升
二
合

三
等
二
石
一
斗
一
升

反
別
四
丁
八
反
二
十
二
歩

（
９
）

此
米
一
石
四
斗
三
升
五
合

次
に
土
地
調
査
の
仕
上
げ
が
地
押
調
査
で
、
第
二
回
目
の
改
租
と

も
い
う
べ
き
で
、
地
租
条
例
に
も
と
づ
基
き
土
地
台
帳
と
実
地
の
状

八
一

一
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土
地
丈
量
の
次
が
地
価
の
算
定
で
、
こ
れ
は
地
租
の
土
台
と
な
り

地
租
改
正
の
眼
目
で
、
耕
地
の
地
目
、
反
別
、
収
穫
、
石
代
等
が
算

定
の
基
礎
と
な
り
以
上
の
資
料
が
揃
っ
て
初
め
て
算
定
が
出
来
る
。

な
お
収
穫
と
は
実
収
穫
で
は
な
く
明
治
三
年
二
八
七
○
）
か
ら
七

年
二
八
七
四
）
迄
の
五
年
間
を
標
準
と
し
、
利
率
は
一
般
に
六
分

と
さ
れ
、
こ
れ
は
「
地
方
官
心
得
」
検
査
例
に
定
め
ら
れ
た
。
石
代

は
地
方
に
よ
っ
て
か
な
り
の
開
き
が
あ
り
全
国
平
均
は
四
円
十
八

銭
、
讃
岐
で
は
四
円
七
十
六
銭
、
讃
岐
に
は
算
定
方
法
は
幾
種
類
か

あ
っ
た
が
、
次
の
方
法
を
一
般
に
採
用
し
た
。

況
と
を
よ
く
符
合
し
、
少
し
も
誤
算
の
な
い
こ
と
を
期
す
も
の
で
あ

り
、
結
果
と
し
て
面
積
が
正
確
に
な
り
農
地
は
実
収
に
近
い
も
の
と

な
っ
た
。

愛
媛
県
は
香
川
県
の
面
積
を
下
調
査
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
よ
り

下
向
っ
て
い
る
場
合
は
再
調
査
を
命
じ
て
い
る
。
例
え
ば
寒
川
郡
は

明
治
十
一
年
二
八
七
八
）
各
村
土
地
調
査
書
を
愛
媛
県
に
提
出
し

た
が
、
再
調
査
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
田
は
一
律
に
三
割
四
分

一
厘
三
毛
一
一
一
一
一
一
、
畑
は
六
割
一
分
一
厘
八
毛
○
五
、
宅
地
は
八
割

七
分
七
厘
七
毛
一
二
七
の
割
合
で
増
加
し
、
各
村
は
こ
れ
に
対
し
、

（
Ⅲ
）

「
御
受
聿
日
」
を
出
し
受
諾
し
て
い
る
。

二
地
価
に
つ
い
て

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

地
価
算
定
法

田
一
反
歩
二
石
ノ
収
穫
ト
シ
テ

一
石
代
金
四
円
七
十
六
銭
（
当
時
讃
岐
の
政
府
指
定
米
価
）

二
石
代
金
九
円
五
十
二
銭

米
三
斗
種
籾
肥
代

控
除
率
十
五
％

控
除
高
一
円
四
十
二
銭
八
厘
四
・
七
六
×
○
・
一
一
一

残
高
米
一
石
七
斗

代
金

八
円
○
九
銭
二
厘
四
・
七
六
×
一
・
七

地
租
高
米
四
斗
二
升
五
合
一
石
七
斗
の
二
・
五
％

代
金

二
円
二
銭
三
厘

村
賢

一
斗
四
升
一
合
七
勺

（
地
租
高
の
三
分
の
一
）

代
金

六
十
七
銭
四
厘

（
二
円
一
一
銭
三
厘
の
一
一
一
分
の
一
）

一
地
価
金
八
十
円
九
十
二
銭
（
残
高
米
代
金
の
十
倍
）

以
上
は
自
作
農
の
例
で
小
作
に
出
し
た
場
合
は
右
の
控
除
に
小
作

の
取
分
を
加
え
、
そ
の
残
金
を
年
四
分
の
利
と
み
て
元
金
の
地
価
を

算
出
す
る
。
こ
の
場
合
の
地
価
も
右
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

算
定
は
理
屈
の
上
で
、
実
際
の
算
定
に
当
っ
て
は
単
に
収
穫
だ
け
で

な
く
地
盤
、
地
味
、
一
筆
毎
の
便
、
不
便
、
沃
痩
等
を
考
慮
し
て
決

八
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め
ら
れ
、
景
気
不
景
気
に
も
変
動
が
あ
っ
た
。
ま
た
畑
の
場

（
、
）

合
（
麦
）
は
米
の
六
掛
、
す
な
わ
ち
一
石
は
米
六
斗
の
割
く
口
。

（
皿
）

地
価
算
定
か
ら
地
主
と
小
作
の
取
一
別
は
次
の
通
り
。

種
子
肥
料
代

地
主
取
前

地
租
及
び
村
入
費
一
一
一
一
円
四
十
銭
一
○
石
六
八
一
三
四
％

小
作
取
前

塩
田
一
反
歩
の
平
均
地
価
二
十
九
円
九
銭
九
厘
、
無
税

地
は
「
住
民
有
之
候
得
共
地
価
下
等
ニ
シ
テ
他
ヨ
リ
里

人
ナ
キ
ヲ
以
テ
地
価
ノ
目
当
難
相
立
一
反
歩
二
付
十
円

（
Ⅲ
）

以
上
ノ
地
価
ヲ
定
ム
可
キ
事
」

明
治
十
三
年
第
二
十
五
号
布
告
一
三
ル
地
価

畑
讃
岐
十
八
円
十
六
銭
一
厘

伊
予
十
六
円
四
十
五
銭
一
厘

法
政
史
学
第
四
十
号

一

二

凹

反
当
一
金

額
一
石
高
－
割
合

一
○
○
○
’
二
○
○
二
○
○

三
四
十
一
○
六
八
一
一
一
一
四

七
○
’
○
三
四
一
一
七

五
○
’
○
三
○
’
一
五

愛
媛
県
管
下
予
讃
両
国
畑
方
券
面
地
価
金
衷

北南西東喜下上伊久温和風野越桑周新字

嘉嘉嘉壽多奏雲予米泉気早間智村布居摩
郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡

伊
予
全
国

郡
名
一
壱
反
平
均
地
価
金
一
郡
名
一
壱
反
平
均
地
価
金

伊
予
国
之
部

拾拾拾拾弐拾拾弐拾弐拾拾弐拾弐拾拾弐
四弐四六拾六壱拾六拾五三拾三拾六九拾
円円円円円円円三円壱円円円円三円円三
六拾弐四四拾九円三円四五七七円七五円
拾八拾拾銭八拾七拾七拾拾拾拾三銭拾四
八銭八七九銭三拾銭拾七弐五八拾四三拾
銭八銭銭厘七銭銭四銭銭銭銭銭弐厘銭七
弐厘三弐厘七弐厘三三九七壱銭八銭
厘厘厘厘厘厘厘厘厘厘四厘七

厘厘

拾
六
円
四
拾
銭
壱
厘

讃
岐
全
国

豊三多那鵜阿香小山三寒大

田野度珂足野）|｜谷田木川内

郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡

讃
岐
国
之
部

弐拾拾拾拾弐拾拾拾拾拾拾
拾九八四八拾六三六五九九
七円円円円円円円円円円円
円七四九九弐八拾七七四四
五拾拾拾拾拾拾壱拾拾銭拾
拾七弐五三四九銭弐銭三三
三銭銭銭銭銭銭銭五厘銭
銭三五五壱六八八厘五
五厘厘厘厘厘厘厘厘
厘

拾
八
円
拾
三
銭
壱
厘

Ｓ
愛
媛
県
近
代
史
料
集
』

八
四

Hosei University Repository



岐
後
に
山
林
地
価
で
あ
り
、

山
林
一
反
歩
二
付

香
川
県
九
十
九
銭

愛
媛
県
二
十
四
銭
一
厘

徳
島
県
二
十
五
銭
九
厘

（
ｕ
）

一
両
知
県
十
一
一
銭
一
一
厘

以
上
山
林
地
価
が
何
が
故
に
香
川
県
に
対
し
不
公
平
な
の

か
、
こ
れ
に
つ
き
「
山
林
の
地
価
算
出
は
そ
の
基
礎
た
る
収

穫
が
問
題
で
柴
草
山
、
竹
林
の
よ
う
に
年
々
収
利
を
う
る
も

の
は
前
五
ヶ
年
平
均
収
利
薪
炭
山
用
材
の
よ
う
に
成
木
に
長

期
を
要
す
る
も
の
は
そ
の
年
間
に
配
賦
す
る
。
も
っ
と
も
山

讃
岐
に
お
け
る
団
地
一
反
歩
売
買
地
価

年次一明治７’８～９
価格一四一〈円一ろ円内外一七○円剖円一一一〈◎訓司一一一四○調印内外

型
胆

（
●
●
●

徳
島
一
五
五
九
五
四
一
一
一
一
一
五
五
一
四
八
六
○
’
六
○
○
○

伊
予
一
五
一
二
九
七
一
一
一
一
九
五
一
四
六
六
○
’
六
○
○
○

讃岐一五八円五一一一○｜一石四四七一四円七六○’六分○○

田
方
二
反
平
均
地
価
二
反
収
穫
米
一
米
価
一
利
米

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

11

1２

1３

愛
媛
県
予
讃
両
国
田
方
地
券
面
平
均
代
価
表

北南西東喜下上伊久温和風野越桑周新字

嘉嘉壽壽多奨奏予米呆気早間智村布居摩
郡郡郡郡郡郡１１１１郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡

伊
予
全
国

郡
名
一
壱
反
平
均
地
価
金
一
郡
名
一
壱
反
平
均
地
価
金

伊
予
国
ノ
部

五四四四四五三五五六五五五四四五五五

拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾
弐弐三九三壱円九三弐七壱壱九八三三四
円円円円円円八’'１円円円円円円’１円円円
拾三九四六四銭九三五弐弐九八八五弐三
六拾銭拾拾拾九拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾
銭五四銭銭弐厘七壱九銭九七四七弐九銭
三銭厘九六銭銭銭銭四銭銭銭銭銭銭壱
厘九厘厘弐六五壱厘六七八四六九厘
厘厘厘厘厘厘厘厘厘厘厘

五
拾
壱
円
弐
拾
九
銭
七
厘

豊三多鵜阿小山三寒大那香

田野度足野谷田木川内珂ノⅡ

郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡

讃
岐
全
国

讃
岐
国
ノ
部

六五六五五三六五五五六五

拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾
円七弐七六九円九八五円九
四円円円円円三円円円拾円
拾七弐六五拾拾七拾七弐拾
銭拾拾拾拾八弐拾五拾銭壱
六壱三九四銭銭銭銭三六銭
厘銭銭銭銭四六六六銭厘九
三九五三厘厘厘厘六厘
厘厘厘厘厘

五
拾
八
円
五
拾
三
銭
三
厘

八
五
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表
中
・
〈
千
位
。
〈

表較比額税旧新田塩及地街市国岐讃下管県媛愛

法
政
史
学
第
四
十
号

蝿箙榊一宅地

準平琴
街市 外總盃街市松高

円
亀

市
街総 合合

塩
田
荒
地

塩 合 合 地

計

畑|田|壷 雫|計|喜鬮ヨ畑|壷 畑|田|壷 目計 計計 計 計田

位
但
金
〈
円
位
反
別
〈
町
位

五
五
〈
・
’
九
つ
九
七
五

旧
反
別

五九○〈一一一一一四九

五一一一●一〈一〈

五一一一・旨実一一一〈

五一一一一○四つ一〈

一一一一九・四つ一一一一

－

－－▲

￣

￣

－

－

－

●

老
一一

一一

一一

／、

一一一一九・四○一一一一

五九・〈一一一一一四

二・五五一一一一

一一・三五一一一一

プレｕ
●

￣

六
一

一

一上ゴ

◎・一〈一一○六（

旧
税
反
別

一一ｏ一〈一一四・ハハー

一一○一〈一一四・ハハー

一一．一〈一一四・〈〈’

一一・一’二〈・六一一宍

◎一一つ一〈・一〈一一一九

一一九つ・七四八

’一九つ・七四〈

一七四○九一一六

一一四一〈・一〈一一一

一一四一〈●一〈一一 一

茜
内

山

〈
プ

唾〈

〈
一

一一一
内

。
。
｜
Ⅱ

。
｜
一
〈
〈
六
九

〈
署
余

一〈△｜・四一○一四三

改
正
反
別

一七つ・九一一一二九一一

一一〈〈・◎一一つ五七九

一〈〈○二一一つ七七七

三
〈
・
六
〈
一
三
七
七

一四・一五一七一一一

一四・一一一七一一一一一一一一一〈

一一一一・〈一一一一一一一六

四

四
●

Ｓ
四

四つ〈・’一一一一一一九

●
●

六

ﾉｰし

＝
￣

四
一

一一七・四一一一一九

一一六つ・〈Ｃｌ

一一

・
●

－

－

E四
一

一

一

一

五・七一〈一一三

◎・’七一一一

一一・一一一一ｓ一

￣

●

i室
＝

ＣＯ五〈一一

五一九○一〈〈一〈ｏ九七

一
一
一
四
．
七
〈
七
・
三
七

一四九○一一一一一〈・一一一〈

一四九．’一一一一〈・’一一〈

一四三○一一西四・九麦

地
価

一一〈・七七一〈・四三

一一一七ｏ一一一一〈－０つ一

〈
か
。
四
四
五
・
三
六

一一一．九七一・空一

〈
七
○
五
三
〈
・
五

二
九
・
六
〈

四五・九一〈

一一一九●五七

六・一一一九

一
一
莞
・
金
一
一
一
一
祭

天
〈
二
四
余

一
男
・
一
一
ｓ
一
一
内

一
反
平
均

地
価

（
日
本
専
売
公
社
編
『
日
本
塩
業
大
系
』
近
現
代
史
料
篇
、
一
二
六
頁
）

一
一
一
六
・
毫
茗
内

一一つ一一一・一〈吾内

天
・
セ
ハ
宍
余

一一五・一一一一一一兎内

一
一
元
・
芸
〈
余

一一一〈・’一六内

〒
実
宅
内

一
一
・
ｇ
茜
余

一
・
つ
分
一
一
余

一
四
・
四
七
五

税
金
比
較

一．○つ空く・八一一五

一一ｏ四一一一六●七四一一

四ｏ一一一一一六・九〈七
’
’

一一．酉一一一六・七四一一

四○一一一一一五●六．〈

一．〈五四・六一四

一．〈三四・声一四

一．〈五四・六一四

四．一一一一一三・一〈つく

△一己・つ〈｜’

△一一つ。つく一一

増
一
減

一〈〈〈・函

ＣＯ一二一
一・一一壱九

一・一〈七

反
別
比
較

’一一四●一一一一一一芒

一七・一一七つ六九四

一四・九七一一九二一一

一四・九七一一九二一一

四・九△一つ一一一

一一・〈一一一二一一六

一一・〈一一一二一一一〈

九・一つ一一〈一一〈

九・一．一参一〈

九つ・二一一一〈

ハハ・〈一一一一未

ハハ・〈一一一一六

増
一
減

八
六

一一・一一一ｓ’

一・一九一一一

一・六四一一

ＣＯ三△’
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地
価
算
定
が
出
来
る
と
土
地
所
有
者
に
地
券
が
渡
さ
れ
る
。
こ
れ

は
政
府
が
地
主
の
土
地
所
有
権
を
確
認
す
る
と
共
に
地
租
賦
課
の
標

準
と
し
た
。
こ
れ
を
地
券
税
法
と
い
い
、
明
治
四
年
二
八
七
一
）

十
二
月
東
京
市
下
市
街
地
に
実
施
し
次
第
に
全
国
の
土
地
所
有
者
に

及
ぼ
し
た
。

地
券
所
有
者
は
土
地
の
所
有
権
を
認
め
ら
れ
、
土
地
の
使
用
権
・

収
益
権
を
政
治
的
・
社
会
的
に
保
証
さ
れ
、
土
地
の
売
買
・
分
割
制

限
の
撤
廃
、
或
は
所
有
地
を
抵
当
物
件
と
し
て
借
金
も
自
由
と
な

り
、
地
券
は
資
金
を
得
る
た
め
の
抵
当
証
券
の
意
義
を
持
つ
よ
う
に

な
り
、
地
券
発
行
に
よ
り
土
地
は
一
朝
に
し
て
商
品
と
し
て
扱
わ
れ

資
本
主
義
的
に
処
理
さ
れ
る
傾
向
と
な
っ
た
。

な
お
地
券
書
替
の
場
合
、
そ
の
手
続
を
経
ず
土
地
を
売
買
す
る
者

は
制
裁
と
し
て
そ
の
土
地
及
び
売
買
代
金
を
官
没
し
、
た
と
え
代
金

受
領
証
文
が
あ
っ
て
も
買
主
の
所
有
権
は
移
ら
な
い
。
地
券
の
印
税

は
左
の
通
り
定
め
ら
れ
た
。

地
券
之
印
税

林
で
は
地
盤
だ
け
の
価
格
で
立
木
代
価
は
ふ
く
ま
ぬ
。
こ
の
場
合
林

業
地
代
的
も
の
を
収
益
と
す
る
よ
う
で
あ
る
」
と
福
島
正
夫
氏
は
説

（
脂
）

明
さ
れ
て
い
る
。

三
地
券
に
つ
い
て

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

地
価
十
円
以
上
総
テ
五
銭

〃
百
円
以
下
千
分
ノ
五
即
拾
円
二
付
五
銭

〃
百
円
以
上
二
百
円
マ
デ
五
拾
銭

〃
二
百
円
以
上
五
百
円
マ
デ
一
円

〃
五
百
円
以
上
一
千
円
マ
デ
一
円
二
五
銭

〃
一
千
円
以
上
二
千
円
マ
デ
一
円
五
拾
銭

〃
二
千
円
以
上
五
千
円
マ
デ
二
円
五
拾
銭

〃
五
千
円
以
上
一
万
円
マ
デ
三
円
七
拾
五
銭

〃
一
万
円
以
上

五
円（
肥
）

外
二
税
金
一
円
二
付
一
一
一
銭
〈
庁
費

な
お
地
券
の
印
税
は
地
租
改
正
経
費
に
あ
て
た
。

し
か
し
其
後
所
有
権
の
制
定
に
つ
ぎ
地
券
を
持
た
ぬ
人
は
所
有
権

が
な
い
と
い
う
従
来
の
規
定
か
ら
大
蔵
省
と
司
法
省
と
の
間
に
種
有

の
対
立
が
あ
っ
た
が
明
治
二
十
三
年
二
八
八
○
）
地
券
は
廃
止
と

な
り
、
士
地
台
帳
を
地
租
徴
収
の
基
本
と
し
た
。

明
治
六
年
九
月
（
一
八
七
三
）
地
租
改
正
法
令
公
布
よ
り
十
七
年

後
よ
う
や
く
改
正
事
業
は
終
了
し
、
そ
れ
と
共
に
改
正
事
業
の
手
段

で
あ
っ
た
地
券
制
度
も
廃
止
と
な
っ
た
。

明
治
政
府
の
行
っ
た
諸
改
革
の
中
、
重
要
な
政
策
の
一
つ
は
地
租

八
七

四
地
租
に
つ
い
て
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を
全
国
一
律
に
統
一
し
た
こ
と
で
あ
る
。
政
府
の
政
治
的
権
力
が
ほ

ぼ
安
定
し
た
明
治
八
年
二
八
七
五
）
に
地
租
改
正
が
は
じ
ま
り
、

そ
の
要
点
は
周
知
の
通
り
⑩
土
地
の
価
格
を
標
と
し
て
賦
課
す
、
②

地
租
は
百
分
の
三
（
後
に
百
分
の
一
一
・
五
）
と
し
豊
凶
に
よ
る
増
減

は
行
わ
な
い
、
③
地
租
は
金
納
と
す
、
③
米
価
の
高
下
に
も
関
係
な

く
納
租
の
事
、
⑤
納
税
の
義
務
は
土
地
所
有
者
、
で
あ
る
。
以
上
に

よ
り
近
代
的
租
税
形
態
を
整
え
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
そ
の
農
村
へ

の
影
響
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。

さ
て
税
率
の
百
分
の
三
に
決
め
た
こ
と
に
つ
ぎ
、
有
尾
敬
重
は

「
貢
租
よ
り
減
ら
な
い
こ
と
を
一
応
の
目
安
と
し
つ
つ
、
旧
体
制
下

に
軽
重
区
々
で
あ
っ
た
税
負
担
を
均
衡
化
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い

た
」
と
述
べ
、
百
分
の
三
は
こ
れ
ま
で
の
領
主
の
年
貢
に
あ
た
る
よ

（
Ⅳ
）

う
計
算
さ
れ
た
税
率
で
も
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
こ
と
は
農
民
に
と
っ
て
封
建
時
代
と
同
様
の
重
税
で
あ
っ

た
の
で
各
地
で
暴
動
が
起
り
、
事
態
を
重
く
見
た
千
葉
県
令
柴
原
和

は
大
久
保
利
通
に
地
価
の
百
分
の
二
・
五
に
減
租
し
、
減
租
分
の
約

一
千
万
円
は
証
印
税
・
煙
草
税
で
補
う
こ
と
を
進
言
し
て
お
り
、
こ

れ
は
地
租
が
中
核
中
の
租
税
体
系
全
体
の
崩
壊
を
意
味
し
、
明
治
政

権
の
支
配
体
制
を
く
ず
す
こ
と
に
な
る
と
一
見
考
え
ら
れ
た
が
、
政

（
旧
）

府
の
支
配
解
体
を
く
い
と
め
る
た
め
の
譲
歩
で
あ
っ
た
。

ま
た
五
厘
引
下
げ
た
理
由
と
し
て
、
征
韓
論
の
否
決
で
下
野
し
た

法
政
史
学
第
四
十
号

西
郷
隆
盛
に
対
し
各
地
に
多
い
不
平
分
子
と
農
民
一
摸
と
が
時
期
符

合
し
て
反
乱
を
起
せ
ば
明
治
政
権
も
危
く
な
る
と
い
う
状
態
を
見
た

大
久
保
利
通
は
、
明
治
十
年
□
八
七
七
）
一
月
減
租
の
布
告
を
し

た
と
見
ら
れ
る
。
つ
い
で
に
付
加
税
も
三
分
の
一
か
ら
五
分
の
一
に

引
下
げ
て
い
る
。
が
、
二
分
五
厘
と
い
う
税
率
は
何
か
ら
割
出
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
地
主
は
金
納
制
と
な
る
と
米
は
換
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
必
ず
し
も
地
主
所
有
農
地
か
ら
の
収
穫
物
で
な
く
て
も
、
定
額

の
地
租
を
納
め
れ
ば
よ
い
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
従
来
貢
献

米
と
し
て
封
建
的
に
処
理
し
て
き
た
米
が
一
朝
に
し
て
商
品
化
し
、

地
租
納
付
と
農
業
生
産
と
の
関
連
が
薄
く
な
り
、
地
主
の
関
心
は
米

を
は
じ
め
農
産
物
の
豊
凶
よ
り
も
価
格
に
関
心
を
持
ち
、
従
前
は
米

の
作
柄
の
良
否
に
関
心
が
あ
っ
た
が
、
今
は
市
場
の
米
価
の
高
低
に

敏
感
と
な
っ
た
。
一
方
物
納
か
ら
金
納
へ
の
移
行
は
当
時
の
農
村
事

情
と
し
て
容
易
な
こ
と
で
な
か
っ
た
の
で
愛
媛
県
は
次
の
布
達
を
出

し
て
い
る
。税
金
抵
当
ト
シ
テ
米
預
り
方
仮
規
則

抵
当
米
〈
徴
収
期
限
第
三
期
納
ノ
内
其
ノ
納
金
高
ノ
三
分
ノ
｜

迄
ヲ
目
途
ト
シ
テ
預
リ
道
ス
ヘ
シ

即
チ
明
治
十
年
一
月
三
十
一
日
限
納
ム
ヘ
キ
四
分
通
リ
ト
同
一
一
一

月
一
一
一
一
日
限
納
ム
ヘ
キ
四
分
通
リ
ト
合
計
八
分
通
ノ
ニ
分
ノ
一

八
八
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ト
ス
九
年
十
一
月
一
一
一
日
限
納
ム
ヘ
キ
二
分
通
り
〈
原
米
第
一
期

内
一
一
納
ム
ヘ
キ
者
ト
ス

残
ル
八
分
通
リ
ノ
三
分
ノ
ー
〈
即
チ
同
年
租
額
ノ
ー
一
分
六
厘
七

毛
一
一
当
ル

讃
岐
国
第
一
大
区
ヨ
リ
第
七
大
区
達

当
九
年
分
地
粗
金
仮
納
ノ
儀
二
付
讃
岐
国
へ
〈
十
年
十
月
十
三

（
旧
）

日
付
番
外
ヲ
以
テ
及
布
達
置
候

し
か
し
次
の
史
料
は
愛
媛
県
讃
岐
国
の
小
地
主
の
苦
悩
と
問
題
点

を
指
摘
し
て
い
る
。

地
租
金
納
と
な
り
、
十
一
一
月
十
五
日
限
り
第
三
期
の
時
柄
、
新

穀
売
買
の
未
だ
時
期
熟
せ
ざ
る
に
当
り
、
是
非
に
金
策
を
為
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
あ
り
て
、
現
に
昨
年
な
ど
は
我
が
愛
媛
県
の

内
に
て
も
、
予
州
の
方
は
預
り
米
平
均
相
場
の
改
正
石
代
相
場

よ
り
七
、
八
銭
以
下
な
る
故
、
都
合
よ
か
り
し
も
讃
州
の
方
に

て
は
大
半
預
り
米
請
願
書
差
出
に
も
拘
ら
ず
、
十
二
月
の
初
に

な
り
漸
く
平
均
相
場
の
御
達
し
あ
り
、
七
・
八
銭
改
正
石
代
相

場
よ
り
高
値
に
定
ま
り
し
を
以
て
請
願
難
間
届
云
々
に
付
き
、

俄
に
金
策
の
手
段
を
為
ざ
ざ
る
を
得
ざ
る
事
と
な
り
、
為
之
米

価
又
々
五
拾
銭
斗
り
下
落
の
姿
を
現
わ
し
た
る
如
き
、
実
に
農

家
疲
幣
の
原
因
と
な
る
屯
の
多
し
。

却
説
預
り
米
の
公
布
は
明
治
十
年
大
政
官
第
八
十
号
に
基
き
、

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

同
年
大
蔵
省
令
第
二
十
九
号
を
以
て
、
田
方
税
半
額
迄
は
代
米

納
被
差
許
候
処
、
右
の
内
農
主
の
請
願
に
依
て
は
、
別
紙
預
り

米
取
扱
手
続
書
之
通
預
り
米
取
計
不
苦
の
達
に
起
り
、
其
の
手

続
は
貢
献
石
代
の
相
用
ゆ
ろ
の
方
法
の
平
均
相
場
を
掛
り
、
凡

そ
一
割
増
を
目
途
と
し
預
る
事
な
り
。
而
し
て
我
地
方
庁
は
、

十
月
一
日
よ
り
十
一
月
十
日
ま
で
に
平
均
相
場
を
以
て
、
預
り

米
を
被
差
許
事
な
れ
ば
、
若
し
其
の
平
均
相
場
の
改
正
石
代
相

場
よ
り
高
値
な
る
時
は
、
聞
届
ら
れ
ざ
る
徒
あ
る
な
れ
ば
、
客

年
の
如
き
七
、
八
銭
に
て
も
石
代
相
場
よ
り
高
値
な
る
時
は
、

許
さ
る
る
の
調
な
し
と
雌
ど
も
、
農
民
の
情
報
よ
り
考
え
れ

ば
、
米
な
れ
ば
一
割
増
は
お
ろ
か
一
一
割
三
割
と
な
る
も
、
時
の

成
行
な
れ
ば
甘
ん
ず
べ
き
に
、
米
に
て
は
先
に
如
何
程
相
庭
に

見
込
は
あ
る
屯
預
ろ
事
は
許
さ
れ
ず
、
是
非
に
金
策
を
な
せ
よ

と
云
う
の
有
様
な
れ
ば
、
実
に
僻
境
に
有
り
て
は
困
難
狼
狽
の

外
な
し
。
曽
て
静
岡
県
・
福
島
県
に
て
は
石
代
相
場
に
抱
わ
ら

ず
、
預
り
米
を
許
さ
る
ろ
趣
、
新
聞
紙
上
に
拝
見
し
た
る
こ
と

あ
る
や
を
思
い
し
が
、
我
が
県
に
て
は
六
ヶ
敷
事
の
由
、
是
等

は
何
卒
民
情
を
深
く
観
察
あ
り
て
、
一
般
平
均
相
場
に
拘
わ
ら

ず
、
一
割
増
を
三
割
増
乃
至
五
割
増
と
な
す
も
間
届
る
事
な
れ

ば
農
民
の
便
宜
一
方
な
ら
ざ
る
な
し
。

近
頃
一
般
不
景
気
、
不
活
発
の
景
況
は
、
各
新
聞
紙
上
に
も
性

八
九
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往
一
班
を
写
し
出
し
、
殊
に
天
下
に
多
数
を
占
め
た
る
農
民
の

た
め
に
は
、
地
租
改
正
後
の
利
害
を
論
じ
、
我
々
農
民
一
読
の

為
に
感
涙
を
催
す
の
み
、
最
早
今
日
は
廟
堂
に
も
貫
徹
し
、
遠

か
ら
ず
休
養
の
法
案
を
発
せ
ら
る
る
な
ら
ん
と
は
思
え
共
、
元

来
地
租
改
正
其
の
利
害
得
失
は
論
窮
し
て
已
に
了
然
た
り
。
収

穫
米
の
立
て
方
果
し
て
其
の
当
を
得
た
る
乎
否
乎
、
仮
令
は
地

券
面
は
地
価
百
円
と
あ
る
も
の
も
、
今
日
実
際
の
売
買
は
其
の

半
額
だ
も
足
ら
ず
、
而
し
て
其
の
石
代
相
場
を
問
え
ば
、
四
円

七
拾
六
銭
に
し
て
、
現
今
米
価
に
大
異
動
な
し
、
地
租
改
正
の

初
め
に
お
い
て
は
、
世
上
米
価
拾
円
内
外
に
あ
り
し
を
以
て
、

左
の
承
地
券
面
代
価
の
高
き
に
屯
感
ぜ
ら
り
し
が
、
今
日
の
石

代
相
場
と
地
米
相
場
の
均
一
に
至
る
に
当
り
、
実
際
地
代
価
の

価
な
き
を
見
れ
ば
、
全
く
石
代
相
場
の
当
を
得
ざ
る
に
非
ず
し

て
、
彼
の
収
穫
米
の
立
て
方
の
不
相
当
な
る
あ
る
を
見
る
べ
き

の
承
。
世
上
の
論
者
此
の
点
に
論
及
せ
ず
し
て
、
往
々
皮
想
の

論
難
し
、
徒
に
減
租
（
所
謂
百
分
の
何
Ａ
と
伝
う
）
を
目
的
と

し
、
農
民
の
た
め
に
地
租
改
正
の
得
失
を
極
論
し
た
り
と
す
る

は
、
蓋
し
尽
さ
ざ
る
も
の
あ
る
な
り
。
農
民
の
休
養
を
図
る
あ

ら
ぱ
、
我
々
の
満
足
は
菅
に
減
租
の
幸
福
の
承
に
非
ざ
る
な

（
卯
）

り
。

地
租
金
納
制
は
税
制
と
し
て
は
合
理
的
且
便
利
の
よ
う
で
あ
っ
た

法
政
史
学
第
四
十
号

が
、
経
済
力
の
弱
い
農
民
に
と
っ
て
は
金
納
の
た
め
、
そ
の
全
額
を

得
る
の
に
一
時
凌
ぎ
に
借
金
し
、
そ
の
利
息
が
日
女
積
も
っ
て
遂
に

土
地
は
抵
当
流
れ
と
な
り
、
農
地
を
手
離
し
た
農
民
は
小
作
層
に
な

る
か
、
都
市
に
出
て
労
働
者
に
な
る
か
で
、
一
方
手
離
し
た
農
地
は

大
地
主
・
富
裕
地
主
、
或
は
商
人
に
買
取
ら
れ
、
結
果
と
し
て
農
村

に
お
い
て
貧
富
の
格
差
を
急
速
に
増
大
す
る
こ
と
な
り
、
こ
の
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
地
租
金
納
移
行
は
端
境
期
ま
で
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る

と
米
を
高
く
売
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
富
裕
地
主
と
出
来
秋
に
窮

迫
販
売
す
る
小
農
と
の
差
が
顕
れ
て
く
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は

松
方
の
デ
フ
レ
政
策
の
時
期
に
特
に
ひ
ど
か
っ
た
。

次
に
農
家
の
租
税
負
担
の
過
重
に
つ
い
て
の
一
例
。

年
商
一
万
円
の
営
業
税

売
上
金
額
の
一
万
分
の
十
五
十
五
円

建
物
賃
貸
価
格
の
千
分
の
四
十
二
十
円

従
業
員
従
業
員
一
人
毎
に
金
一
円

す
な
わ
ち
四
十
円
と
な
る
。
こ
れ
を
売
上
収
入
総
額
に
比
す
れ
ば

租
税
は
僅
か
に
二
百
五
十
分
の
一
と
な
る
。

一
方
地
租
に
つ
い
て
見
る
と
、
地
租
四
十
円
を
納
め
る
農
民
の
所

得
法
定
地
価
は
一
○
一
三
円
余
と
な
る
。
法
定
地
価
一
一
一
一
一
一
円
に

相
当
す
る
田
畑
の
反
別
は
全
国
田
畑
の
平
均
価
格
を
以
て
推
算
す
れ

ば
五
町
三
反
に
満
た
ず
、
仮
り
に
五
町
一
一
一
反
と
し
て
一
反
に
一
一
石
の

九
○
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香川県国税実収額と地租の推移

米
を
生
産
す
る
と
す
れ
ば
五
町
三
反
の
生
産
総
高
は
百
六
石
に
し
て

更
に
米
一
石
を
十
円
換
と
す
る
と
百
六
石
の
総
価
格
は
一
○
六
○
円

と
な
る
。
是
れ
実
に
地
租
四
十
円
納
め
る
農
民
の
一
ヶ
年
の
総
収
入

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
ヶ
年
一
○
六
○
円
の
収
入
を
以
て
四
十
円
の

地
租
を
納
め
る
。
農
民
の
負
担
は
其
の
収
入
に
対
し
て
実
に
二
十
六

分
の
多
ぎ
を
占
め
る
。
両
者
対
照
し
て
見
る
と
、

年
商
一
万
円
の
収
入
総
額
に
対
し
二
百
五
十
分
の
一

（
皿
）

農
家
の
負
担
は
其
の
収
入
総
数
に
対
し
二
十
六
分
の
一
で
あ
る
。

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

年度別｜国税実収額 地租 地租割合

８９７千円

2,921

3,077

2,976

3,001

3,061

2,973

676千円 75.0％明治2３

４１

４２

４３

４４

４５

大正２

365 46.7

1,363 44.3

1,246 41.9

１，１４９ 38.2

37.41，１４６

1，１４８ 38.4

『百十四銀行八十年誌」５４頁

香川県県税総額に対する地租の割合

年度別ｌ県税｜地粗｜割 合

６
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
２

２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４

治
正

明
大

円千４
８
２
６
４
５
４
７
１
２
２
７
３
１
９
１
３

１
７
８
６
４
４
２
７
６
３
１
８
３
３
３
８
０

４
３
５
５
６
６
５
４
４
５
６
６
７
８
７
９
９

■■

『
Ⅱ
上

り
Ｒ
）
Ｆ
Ｄ
（
。
Ｒ
〕
〈
ｂ

１
▲
９
】
、
。
７
０
７
０
ｌ
詮
ワ
』

句
Ｊ
０
勺
０
上

戸
『
）
Ｆ
「
）
〈
【
〉
、
〃
】
向
く
〕

１
▲
（
。
△
４
ｏ
】
『
、
Ｒ
〕
Ｒ
〕

Ｏ
】
ワ
】
、
。
ｑ
Ｊ
ｎ
ｄ
、
。
ワ
】
ｏ
】
Ｏ
】
９
】
、
．
、
。
ｑ
Ｕ
４
二
ｑ
】
４
註
ロ
４

66.4％

55.8

62.7

53.9

55.8

維
新
に
よ
り
す
べ
て
の
特
権
を
剥
奪
さ
れ
た
旧
封
建
武
士
団
の
処

遇
に
問
題
が
あ
る
。

さ
て
愛
媛
県
讃
岐
国
の
地
租
改
正
事
業
は
、
郡
村
耕
宅
地
は
明
治

十
一
年
（
一
八
七
六
）
十
二
月
、
市
街
地
、
塩
田
は
十
二
年
二
月
に

完
了
し
た
。
な
お
明
治
十
年
、
百
分
の
二
・
五
へ
の
減
租
を
、
愛
媛

（
犯
）

県
は
明
治
十
四
年
か
ら
同
二
十
年
の
間
、
徐
含
に
通
達
し
て
い
る
。

55.0 五
金
禄
公
債

50.2

47.4

51.2

50.8

50.8

48.3

46.8

51.4

44.7

49.3

48.5

『百十四銀行八十年誌』４６頁
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政
府
は
先
ず
明
治
六
年
（
一
八
七
二
）
十
二
月
英
国
で
募
集
し
た

外
債
額
面
二
四
○
万
ポ
ン
ド
を
資
金
と
し
て
秩
禄
奉
還
法
を
設
け
、

家
禄
・
賞
典
禄
の
百
石
未
満
の
者
に
秩
禄
公
債
を
与
え
、
次
に
九
年

（
一
八
七
六
）
金
禄
公
債
を
発
行
し
、
こ
の
公
債
の
発
行
総
額
は
一

七
六
七
万
余
円
、
そ
の
う
ち
五
一
九
万
円
が
華
族
、
ご
く
一
部
の
最

上
級
士
族
が
数
万
円
、
数
十
万
円
の
公
債
を
受
け
、
そ
れ
を
資
本
に

転
化
し
資
本
家
、
或
は
寄
生
地
主
と
な
る
者
が
い
た
。
例
え
ば
昭
和

二
年
経
済
恐
慌
で
破
産
し
た
十
五
銀
行
、
日
本
鉄
道
、
東
京
海
上
火

災
保
険
会
社
が
そ
れ
で
あ
る
。

他
方
圧
倒
的
に
大
多
数
の
一
般
士
族
は
公
債
を
受
け
て
も
従
来
の

借
金
返
済
の
た
め
、
現
在
の
生
活
の
た
め
、
或
は
慣
れ
ぬ
商
売
に
手

を
出
し
て
失
敗
を
す
る
等
で
遂
に
公
債
は
書
入
れ
、
質
入
れ
等
で
高

利
貸
・
富
裕
地
主
・
商
人
等
に
低
価
で
買
取
ら
れ
、
明
治
十
七
年

（
”
）

（
一
八
八
四
）
頃
に
は
約
八
割
の
十
一
族
が
公
債
を
手
放
し
て
い
る
。

し
か
し
士
族
に
下
付
し
た
公
債
は
政
府
が
恩
恵
的
に
与
え
た
の

で
、
こ
の
こ
と
は
封
建
時
代
の
特
権
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
金
禄
公
債
は
封
建
的
特
権
が
姿
を
変
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

の
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
大
切
な
こ
と
は
公
債
の
源
泉
が
概
ね
農
民
の
犠

牲
、
す
な
わ
ち
租
税
に
よ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
方
無
産
化
し
た
士
族
の
授
産
で
あ
る
が
政
府
は
十
五
年
二
八

法
政
史
学
第
四
十
号

八
二
）
か
ら
二
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
農
商
務
省
に
年
間
五
十
万

円
宛
国
庫
か
ら
委
託
し
、
こ
れ
を
各
府
県
を
通
じ
て
士
族
勧
業
資
金

と
し
て
貸
付
を
し
、
香
川
県
で
は
士
族
一
戸
当
四
十
九
円
を
支
給
さ

れ
、
蟻
集
社
・
蜂
蟻
社
等
の
手
内
職
程
度
の
授
業
所
を
開
設
し
た

が
、
い
ず
れ
も
経
営
不
振
で
閉
鎖
と
な
り
、
十
八
年
（
一
八
八
三
）

高
松
就
産
会
社
を
設
立
し
、
本
格
的
な
株
式
会
社
で
仕
事
の
内
容
は

傘
、
提
灯
、
人
形
、
摺
付
木
、
ガ
ラ
ス
、
木
綿
織
物
、
陶
器
等
の
製

造
で
あ
っ
た
が
、
手
仕
事
程
度
で
、
只
技
術
者
の
集
り
に
留
ま
り
、

懸
命
に
そ
れ
ぞ
れ
の
業
に
励
ん
だ
が
、
企
業
と
し
て
採
算
が
と
れ
ず

（
型
）

二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
解
散
し
た
。
以
上
の
事
に
つ
き
『
興
業
意

見
』
に
「
旧
時
は
何
業
に
限
ら
ず
大
概
定
ま
り
た
る
問
屋
あ
り
夫
々

売
方
を
周
旋
し
仲
買
あ
り
て
買
方
を
周
旋
し
け
る
に
其
制
度
廃
れ
て

無
智
無
力
の
徒
争
い
て
得
意
を
奪
い
今
の
有
様
に
な
る
今
の
問
屋
と

称
す
る
も
の
は
買
方
に
制
せ
ら
れ
て
荷
主
に
は
前
金
を
払
い
売
上
の

（
邪
）

結
果
を
保
証
す
る
程
の
身
元
慥
な
者
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

士
族
か
公
債
、
就
産
資
金
を
得
て
も
結
局
新
し
い
資
本
主
義
社
会

に
お
い
て
は
生
活
を
保
証
す
る
も
の
で
も
な
く
、
当
時
の
産
業
経
済

の
近
代
的
発
展
に
ご
く
少
数
の
高
級
士
族
を
除
い
て
は
一
般
士
族
は

没
落
、
無
産
化
と
な
っ
た
こ
と
は
必
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
政
界
・
財
界
・
学
術
其
他
の
各
部
門
で
指
導
的
立
場
で

活
躍
し
た
人
の
中
に
多
く
の
士
族
出
身
の
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は

九
一

一
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貸付金の身分職業別融資割合表

な
ら
な
い
。

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
頃
、
旧
高
松
藩
士
松
本
貫
四
郎
、
福
家

清
太
郎
等
有
力
な
士
族
が
中
心
と
な
り
高
松
の
丸
亀
町
に
士
族
の
教

化
指
導
と
殖
産
資
金
貸
与
を
、
的
と
す
る
信
立
社
と
い
う
結
社
が
あ

っ
た
。

讃
岐
で
は
明
治
十
一
年
二
八
七
八
）
末
頃
、
愛
媛
県
統
計
に
よ

る
と
金
禄
公
債
一
七
五
二
・
八
四
円
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
は
当
時

の
経
済
水
準
と
し
て
は
相
当
巨
額
で
、
こ
れ
の
使
途
に
つ
ぎ
再
三
協

議
の
結
果
、
資
本
化
す
る
方
法
と
し
て
国
立
銀
行
設
立
を
計
画
し
、

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
信
立
社
の
士
族
達
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
十

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

年月｜士族｜農 業｜商業

80％明治13.6

〃１２

１４．６

10％ 10％

６４〃

３
３
８
３
３

２
３
４
２
３

１３

5８

４９

７
７
７
７
７

７
１
１
ｌ
ｌ

ｑ
〉
へ
。
ｏ
］
４
４
４
４

０
】

１２

1５．６ ６５〃

1２ ６３〃

1６．６ ７１〃 ２５〃

１２ ７２〃

２
２
１
１

１６〃

1７．６ 7３ １５〃

1２ ６７〃 １２〃 ２１〃

1８．６ ６５〃 １８ １７〃

1２ ７３〃 １２〃 １５〃

1９．６ ６５〃 2３ １２〃

1２ ２４〃４６〃 ３０〃

2０．６ 6２ ２５〃 1３

５1２ ８８〃 ７〃

貸付金の担保別融資割合表

年月 諸公債｜地 券｜信用

明
治
政
府
は
初
年
以
来
貨
幣
制
度
の
不
備
、
封
建
的
諸
制
度
の
改

革
、
大
工
業
の
移
植
導
入
、
軍
事
費
、
西
南
戦
争
の
戦
費
等
で
不
換

一
年
四
月
松
本
貫
四
郎
・
片
山
高
義
等
七
名
の
士
族
が
発
起
人
と
な

り
国
立
銀
行
設
立
願
書
を
大
蔵
卿
大
隈
重
信
に
提
出
し
、
同
年
七
月

一
一
十
三
日
国
立
第
百
十
四
銀
行
と
し
て
設
立
許
可
と
な
り
（
現
百
十

四
銀
行
の
始
）
、
初
代
頭
取
は
士
族
宮
本
園
丸
、
函
役
は
松
本
貫
四

郎
・
福
家
清
太
郎
等
七
名
の
士
族
で
、
い
わ
ゆ
る
士
族
銀
行
の
設
立

（
妬
）

と
な
っ
た
。

明治12.6

１２

１３．６

１２

１４．６

１２

１５．６

１２

１６．６

１６．１２

１７．６

１２

１８．６

１２

１９．６

１２

２０．６

１２

90％ 10％ ０％

０'’

０〃

０〃

２１〃

１５〃

４３〃

２２〃

２６〃

１２〃

１１〃

２５〃

大
松
方
大
蔵
卿
の
緊
縮
政
策

９０〃 1０

７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
Ｉ
Ｊ

Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
７
ｌ

〈
Ｕ
９
】
（
０
４
Ｆ
Ｄ
父
）
ｑ
Ｊ
ｎ
ｄ
７
，
Ｊ
勺
ｌ
Ｐ
Ｏ
ｏ
］
ハ
リ
ィ
１
〈
ｂ

（
ろ
７
３
、
。
０
４
、
。
５
〈
ｂ
〈
ｂ
５
５
４
５
４
５
５

２０〃

2８

４３

５１

１２

４３

２１

５２

２２〃

2２

１５〃 ３４〃

九 ２７〃 ２８〃

２６〃

２１〃

２８〃

２８〃

2２

３９

２１

１６
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紙
幣
の
濫
発
と
な
り
、
紙
幣
価
値
の
下
落
、
物
価
の
暴
落
、
都
鄙
を

通
じ
て
先
物
買
、
株
式
投
機
熱
が
起
り
一
時
活
気
を
帯
び
た
よ
う
に

見
え
た
が
、
こ
れ
は
上
す
べ
り
の
好
景
気
で
経
済
界
は
不
安
定
で
、

そ
の
上
銀
貨
の
海
外
流
出
は
一
層
イ
ン
フ
レ
を
促
進
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
政
府
は
松
方
正
義
を
大
蔵
卿
に
任
じ

対
策
に
当
ら
せ
、
こ
れ
に
対
し
松
方
は
「
農
工
商
業
一
二
時
困
難
ヲ
来

ス
コ
ト
ァ
ル
ハ
自
然
ノ
状
勢
子
シ
メ
期
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
此
事
ダ
ル

実
二
憂
慮
ス
ヘ
シ
ト
雌
そ
国
家
理
財
ノ
長
計
上
ヨ
リ
之
ヲ
見
ル
ト
キ

ハ
固
ヨ
リ
ー
時
ノ
現
象
二
過
キ
サ
ル
ナ
リ
筍
モ
此
現
象
一
一
恐
怖
シ
テ

（
幻
）

紙
幣
ノ
処
分
ヲ
遅
疑
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ
到
底
成
功
ノ
日
無
カ
ラ
ン
」

と
い
う
固
い
決
意
を
以
て
紙
幣
整
理
を
強
行
し
た
。
い
わ
ゆ
る
松
方

の
デ
フ
レ
政
策
で
あ
る
。
そ
の
た
め
米
価
の
下
落
、
売
買
地
価
の
下

落
、
士
地
担
保
価
値
の
下
落
、
公
租
公
課
負
担
の
増
大
、
諸
物
価
の

急
激
な
下
落
等
で
農
村
・
都
市
共
に
深
刻
な
不
景
気
と
な
っ
た
。

讃
岐
の
農
村
事
情
の
一
端
を
述
べ
る
と
、

現
今
田
地
一
段
歩
二
付
何
程
と
雄
ど
も
其
の
実
現
金
の
売
買
と

て
更
に
な
し
、
金
利
は
壱
五
よ
り
壱
八
の
間
を
普
通
と
し
、
壱

参
の
取
組
は
極
く
確
実
の
貸
借
に
過
ぎ
ず
、
如
何
に
田
畑
を
確

実
な
る
書
入
と
為
す
と
も
金
融
を
得
ざ
る
は
不
便
の
極
な
れ
ど

（
犯
）

も
致
し
方
な
し
。

法
政
史
学
第
四
十
号

「
壱
反
歩

一
、
此
地
価
金
百
円
也

当
時
ノ
売
買
相
場
金
弐
百

五
拾
円
位

一
、
此
収
穫
米
弐
石
四
斗

当
時
売
買
相
場

金
弐
拾
八
円
拾
銭

但
壱
石
金
拾
弐
円
割

麦
壱
石
四
斗
当
時
売

買
相
場

金
拾
円
五
拾
銭
但
壱
石

金
七
円
五
拾
銭
割

一
、
此
肥
料
代
金
六
円
也

一
、
此
手
間
代
金
九
円
也

残
金
弐
拾
四
円
参
拾
銭
也

一
、
地
租
金
弐
円
五
拾
銭

一
、
地
方
税
金
五
拾
銭
（
当

時
正
税
壱
円
二
付
弐
拾
銭
）

一
、
協
議
費
金
七
拾
五
銭

（
私
費
木
士
水
源
学
校
費
ヲ

初
〆
其
他
諸
費
用
ヲ
含
己

小
計
参
円
七
拾
五
銭

純
益
金
弐
拾
円
五
拾
五
践
也

明
治
十
三
年
度

純
益
金
壱
円
六
拾
践
五
厘
也

二
壱
反
歩

「
此
地
価
金
百
円
也

現
今
売
買
相
場
金
四
十
五

円
乃
至
五
十
円
也

一
、
此
収
穫
米
二
石

現
今
売
買
相
場

金
拾
円
也
但
壱
石
金
五
円
割

麦
壱
石
四
斗
現
今
売
買

相
場

金
四
円
弐
拾
践
但
壱
石

金
参
円
割

『
此
肥
料
代
金
参
円
也

「
此
手
間
代
金
参
円
也

残
金
六
円
二
拾
践

一
、
地
租
金
弐
円
五
拾
践

一
、
地
方
税
金

六
拾
弐
践
五
厘
也

「
協
議
費
壱
円
四
拾
践

小
計
金
四
円
五
拾
弐
践

明
治
十
八
年
度

九
四
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松
方
の
緊
縮
政
策
の
影
響
で
農
地
を
手
離
し
た
農
民
か
ら
富
裕
地

主
・
大
地
主
は
労
せ
ず
し
て
小
作
地
を
増
し
、
し
か
も
小
作
料
は
現

物
で
あ
り
、
地
租
の
税
率
に
変
り
が
な
い
た
め
地
主
の
収
益
は
小
作

料
に
騰
貴
す
る
米
価
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
利
益
は
非
常
な

し
の
で
当
然
致
富
増
財
と
な
り
、
そ
の
蓄
積
し
た
資
金
を
銀
行
設
立

に
向
け
た
。
す
な
わ
ち
、

十
三
年
一
一
至
り
地
方
ノ
農
家
〈
比
年
ノ
豊
穣
二
拘
ラ
ス
米
価
頻

リ
ニ
騰
貴
シ
大
二
其
富
ヲ
増
殖
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
財
本
余
裕
ア
ル

ニ
従
テ
頓
二
購
買
カ
ヲ
進
〆
為
メ
ニ
貨
物
ノ
販
路
滑
カ
ニ
シ
テ

（
ぬ
）

（
右
の
表
は
自
作
農
の
場
合
で
あ
る
。
）

ま
た
租
税
怠
納
者
の
増
大
、
農
地
喪
失
の
激
増
と
な
り
農
村
は
深

刻
な
不
況
と
な
り
、
香
川
県
は
耕
地
面
積
が
狭
い
た
め
農
地
を
手
離

し
た
農
民
間
に
小
作
地
獲
得
競
争
が
は
じ
ま
り
、
結
果
と
し
て
低
収

入
の
小
作
と
し
て
生
活
す
る
が
、
競
争
に
敗
れ
た
農
民
は
生
活
の
新

生
面
を
開
く
心
積
り
で
都
会
で
労
働
者
に
な
る
か
で
あ
っ
た
。

以
上
松
方
の
デ
フ
レ
政
策
の
「
つ
げ
」
が
自
作
農
。
小
地
主
に
ま

わ
っ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
大
体
一
一
十
年
（
一
八
八
七
）

頃
に
終
り
経
済
界
も
ほ
ぼ
安
定
し
、
一
方
富
裕
地
主
。
大
地
主
は
小

作
地
を
拡
大
し
つ
つ
「
地
主
制
」
を
確
立
し
た
。

七
地
主
と
銀
行

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

商
況
活
溌
ト
ナ
リ
金
融
頗
ル
繁
劇
ヲ
告
ケ
タ
リ
是
二
於
テ
民
心

（
犯
）

一
般
二
起
業
二
煩
キ
銀
行
設
立
ノ
計
画
各
地
二
起
し
リ

と
あ
る
。
香
川
県
で
は
銀
行
設
立
の
噴
矢
は
明
治
十
一
年
二
八
七

八
）
国
立
第
百
十
四
銀
行
で
そ
の
後
一
町
村
一
行
と
い
う
程
の
濫
設

ぶ
り
で
次
々
と
私
立
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
。
し
か
し
香
川
県
は
狭
小

な
地
域
で
経
営
基
盤
は
頗
る
脆
弱
で
小
規
模
の
銀
行
で
は
銀
行
間
の

競
合
、
融
資
対
象
は
少
な
く
、
金
融
不
安
も
あ
っ
た
が
、
一
体
ど
の

よ
う
な
運
営
状
態
で
あ
っ
た
か
二
、
一
一
一
の
例
を
述
べ
る
と
、
⑪
自
己

の
事
業
資
金
獲
得
の
た
め
、
②
自
己
の
資
金
保
護
の
た
め
、
③
同
業

者
が
商
品
貢
付
、
③
地
域
の
富
裕
地
主
が
グ
ル
ー
プ
を
作
り
共
同
施

設
と
し
た
あ
の
等
で
大
体
地
域
の
地
主
、
金
融
業
の
資
力
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
る
地
主
が
投
資
家
で
あ
り
経
営
者
で
あ
り
一
種
の
機
関
銀

行
と
い
え
る
。
ま
た
中
に
は
鞘
取
銀
行
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
こ

の
頃
銀
行
類
似
会
社
も
数
社
設
立
し
、
そ
の
営
業
内
容
は
倉
庫
業
、

或
は
金
貸
業
兼
倉
庫
業
で
、
こ
の
事
業
内
容
か
ら
詳
し
く
は
わ
か
ら

（
弧
）

な
い
が
一
同
利
貸
的
性
格
で
あ
っ
た
と
思
う
。

し
か
し
明
治
後
半
（
一
一
十
九
年
～
三
十
年
頃
）
銀
貨
の
下
落
、
金

融
の
逼
迫
、
日
銀
の
公
定
歩
合
の
利
子
引
上
げ
、
全
国
的
な
米
の
凶

作
等
で
経
済
界
は
動
揺
し
、
不
況
の
た
め
株
価
の
暴
落
等
で
各
地
の

銀
行
の
休
業
・
取
付
、
或
は
破
綻
が
続
出
し
、
香
川
県
で
も
支
払
停

止
・
取
付
・
破
産
が
起
り
、
県
下
で
最
初
に
取
付
に
あ
っ
た
の
が
讃

九
五
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岐
琴
平
銀
行
で
、
そ
の
後
信
用
の
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
銀
行
が
破
産

し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
銀
行
の
投
資
家
、
大
株
主
で
あ
っ
た
地
主
も
没

落
し
た
。

明
治
十
三
年
地
所
が
最
高
価
で
売
買
さ
れ
た
例
。

地
処
売
買
定
約
証

香
川
郡
由
佐
村
字
三
の
原
及
上
宮
下

一
、
田
畑
宅
地
総
数
壱
町
四
反
八
畝
六
歩

同
村
琴
ヶ
谷
及
泉
谷

一
、
山
林
畝
メ
八
反
八
畝
拾
歩

此
地
代
金
千
八
百
五
拾
円
也
但
下
を
米
額
添

一
、
金
四
百
円
手
付
ト
シ
テ
請
取

右
ノ
通
売
渡
定
約
仕
候
段
実
正
也
然
ル
上
者
残
金
之
義
者
明
治

十
四
年
一
一
一
月
一
一
二
日
金
四
百
五
拾
円
二
壱
ヶ
月
壱
歩
三
朱
之
利

付
ニ
テ
受
取
筈
尚
又
殊
千
円
者
壱
ヶ
月
壱
分
壱
朱
之
利
付
ニ
テ

十
四
年
一
月
ヨ
リ
十
二
月
迄
貸
付
可
申
筈
前
顕
四
百
五
拾
円
之

元
利
金
券
卜
引
換
可
申
候
右
之
通
定
約
仕
候
上
者
確
守
者
勿
論

互
一
一
違
約
致
間
敷
候
為
後
証
売
渡
定
約
証
価
連
署
如
件

明
治
十
三
年
十
二
月
一
一
一
一
一
日

由
佐
村
二
弐
台
鈴
木
清
一
｜
一
郎
⑳

同
村
証
人
岡
那
三
郎

（
犯
）

丸
岡
茂
太
郎
殿

法
政
史
学
第
四
十
号

明
治
一
一
十
三
、
四
年
（
一
八
九
○
、
九
一
）
頃
か
ら
讃
岐
地
方
で

も
産
業
が
少
し
ず
つ
軌
道
に
の
り
、
例
え
ば
讃
岐
紡
績
、
小
豆
島
紡

績
、
山
陽
鉄
道
等
で
農
地
よ
り
の
収
穫
物
の
代
金
を
自
己
の
資
金
保

有
ば
か
り
で
な
く
、
地
主
は
銀
行
投
資
を
通
じ
て
株
式
投
機
或
は
土

地
購
入
等
を
行
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
地
主
自
身
の
経
済
的
地
位
を

高
め
る
と
共
に
地
域
の
経
済
に
対
す
る
支
配
権
を
持
ち
、
白
身
の
事

業
資
金
を
借
入
れ
る
便
宜
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
自
己
資
金
よ
り
上

廻
る
場
合
は
そ
れ
の
返
済
の
た
め
に
さ
ら
に
銀
行
か
ら
借
入
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
経
済
の
財
源
は
大
体
小
作
料
で
あ
り
、
そ
の
た

め
小
作
料
の
搾
取
と
な
り
、
農
業
技
術
・
生
産
力
の
関
心
は
薄
れ
、

い
か
に
農
産
物
を
高
く
売
る
か
に
関
心
を
持
ち
、
ま
た
入
手
し
た
金

を
再
び
銀
行
に
投
資
し
、
銀
行
は
そ
れ
を
預
金
形
態
と
し
て
吸
収

し
、
貸
付
と
し
て
商
工
部
門
に
流
通
す
る
。
す
な
わ
ち
農
村
資
金
が

地
主
の
土
地
購
入
・
株
式
購
入
・
事
業
の
拡
充
等
の
投
資
借
入
れ
が

上
廻
れ
ば
銀
行
か
ら
の
借
入
、
そ
れ
を
返
済
す
る
た
め
農
村
資
金
の

注
入
、
そ
し
て
銀
行
は
そ
れ
を
商
工
部
門
へ
貸
付
を
す
る
。

以
上
地
主
の
資
金
は
た
え
ず
農
業
以
外
に
流
出
す
る
こ
と
に
な

り
、
こ
の
こ
と
は
資
本
主
義
経
済
・
地
主
経
済
と
の
相
関
関
係
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。

以
上
述
べ
た
銀
行
は
普
通
私
立
銀
行
で
あ
る
が
、
別
に
特
殊
銀
行

と
も
い
う
べ
き
讃
岐
農
工
銀
行
が
あ
る
。

九
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明
治
二
十
九
年
（
一
八
五
六
）
農
工
銀
行
法
が
公
布
に
な
り
日
本

勧
業
銀
行
と
は
密
接
不
可
分
の
関
係
を
持
ち
不
動
産
を
抵
当
と
し
長

期
低
利
貸
付
を
行
い
、
主
と
し
て
小
農
保
護
の
た
め
、
ま
た
地
方
産

業
育
成
を
目
的
と
し
た
地
方
的
金
融
機
関
で
あ
っ
た
。

香
川
県
で
は
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
大
西
行
礼
・
宮
井
茂

九
郎
等
十
名
が
発
起
人
と
な
り
、
資
本
金
四
十
万
円
で
株
式
会
社
讃

（
羽
）

岐
農
工
銀
行
を
設
立
し
た
。
こ
の
銀
行
を
利
用
し
た
一
地
主
の
史
料

の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、

年
賦
償
還
金
円
借
受
証

一
、
金
壱
万
五
千
円
也

前
記
ノ
金
円
〈
山
林
開
墾
肥
料
購
入
一
一
使
用
ス
ル
為
別
紙
目
録

ノ
土
地
ヲ
担
保
ト
シ
第
壱
番
抵
当
権
設
立
セ
シ
利
息
一
ヶ
年
七

分
五
厘
ノ
定
メ
ニ
テ
株
式
会
社
讃
岐
農
工
銀
行
ヨ
リ
借
受
ケ
タ

リ
依
テ
左
ノ
条
項
ヲ
契
約
ス

第
弐
条
年
賦
償
還
借
受
金
〈
明
治
四
十
五
年
五
月
壱
日
ヨ
リ

同
五
十
八
年
五
月
参
拾
壱
日
一
一
至
ル
十
三
年
間
毎
年
一
金
壱
千

八
百
四
拾
五
円
九
拾
六
銭
宛
償
還
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
（
以
下
略
）

抵
当
物
件
目
録

田
七
十
一
一
一
筆
九
町
四
反
六
畝
十
三
歩

（
弧
）

宅
地
八
百
九
十
四
坪

し
か
し
此
頃
に
は
既
に
地
主
は
非
農
民
化
し
て
お
り
、
農
端
投
資

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

こ
の
項
で
述
べ
る
地
主
と
は
寄
生
地
主
で
あ
り
、
寄
生
地
主
の
性

格
に
つ
い
て
中
村
政
則
氏
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

⑪
生
産
的
機
能
か
ら
遊
離
し
小
作
人
Ⅱ
小
作
料
に
寄
生
す
る
意
味

②
投
資
階
級
と
し
て
産
業
資
本
の
利
潤
に
寄
生
す
る
意
味

③
植
民
地
へ
の
資
本
輸
出
を
媒
介
す
る
国
家
資
本
へ
投
資
を
通
じ

て
植
民
地
超
過
利
潤
Ⅱ
弱
小
民
族
の
労
を
搾
取
に
寄
生
す
る
意

味

こ
の
三
重
の
規
定
を
う
け
つ
つ
地
主
層
は
厳
密
な
意
味
に
お
け
る

寄
生
地
主
の
範
傭
で
あ
り
、
そ
し
て
寄
生
地
主
制
を
不
可
欠
の
構
造

的
一
環
に
組
糸
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
日
本
資
本
主
義
に
確

立
の
基
礎
を
得
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
以
上
の
三
重

の
規
定
の
論
理
的
連
関
は
た
ん
な
る
併
列
関
係
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
⑪
を
基
礎
と
し
て
②
の
規
定
が
生
じ
、
さ
ら
に
⑩
②
の
規
定
の

上
に
③
が
生
じ
る
と
い
う
重
層
的
連
関
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た

よ
り
商
工
投
資
が
有
利
で
あ
っ
た
の
で
、
建
前
と
し
て
は
多
く
の
地

主
が
農
業
改
良
と
を
名
目
と
し
た
が
低
金
利
で
長
期
間
借
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
有
利
な
産
業
に
投
資
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

大
正
十
一
年
（
一
九
○
一
一
）
二
月
日
本
勧
業
銀
行
と
合
併
し
日
本

勧
業
銀
行
高
松
支
店
と
な
っ
て
営
業
を
継
続
し
た
。

八
地
主
の
植
民
地
投
資

九
七
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以
上
の
こ
と
に
よ
り
日
本
の
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
転
化
を
軌
道
づ

け
た
と
説
明
さ
れ
、
ま
た
地
主
の
植
民
地
企
業
投
資
は
地
租
金
納
制

に
起
用
し
、
地
主
の
蓄
積
し
た
資
本
（
小
作
料
）
が
資
本
主
義
経
済

（
弱
）

に
役
立
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
香
川
県
の
寄
生
地
主
が
最
初
に
植
民
地
へ
投
資
し
た
の

は
朝
鮮
（
韓
国
）
の
京
釜
鉄
道
で
あ
っ
た
。

日
清
戦
争
後
日
本
政
府
は
朝
鮮
に
対
し
帝
国
主
義
的
利
権
獲
得
に

狂
奔
し
、
そ
の
一
つ
が
京
釜
鉄
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
鉄
道
は
京
城
に

起
り
、
京
城
。
忠
清
・
慶
尚
の
三
道
を
通
り
南
端
の
釜
山
港
に
達
す

る
も
の
で
、
こ
の
鉄
道
は
日
清
戦
争
中
に
韓
国
と
結
ん
だ
暫
定
合
同

条
款
に
よ
り
敷
設
権
を
得
て
い
た
が
、
閏
妃
事
件
以
来
種
為
の
難
問

題
が
起
り
、
軒
余
曲
折
の
末
よ
う
や
く
明
治
三
十
四
年
（
一
九
○
一
）

成
立
し
、
本
社
を
東
京
に
置
き
事
業
を
開
始
し
、
明
治
三
十
六
年

（
一
九
○
三
）
の
事
業
報
告
書
に
よ
る
と
会
長
に
渋
沢
栄
一
を
は
じ

め
役
員
は
前
島
密
・
竹
内
綱
・
大
倉
喜
八
郎
ら
政
財
界
の
一
流
人
が

名
前
を
つ
ら
ね
て
い
た
が
、
韓
国
人
役
員
は
閏
泳
誌
一
人
で
あ
っ

た
。

（
妬
）

明
治
三
十
六
年
一
一
月
の
株
主
名
簿
に
よ
る
と
。
次
の
通
り
。

日
本
〔
東
京
府
〕

五
千
株
宮
内
省
内
蔵
頭
渡
辺
千
秋
一
千
株
岩
崎
久
弥

大
倉
喜
八
郎
三
井
高
保
渋
沢
栄
一
五
百
株
安
田
善
次

法
政
史
学
第
四
十
号

郎
古
河
市
兵
衛
岡
部
長
敬
前
田
利
為
松
平
直
徳
四

百
株
福
岡
孝
弟
三
百
株
竹
内
綱
中
野
武
営
一
一
百
株

服
部
金
太
郎
益
田
孝

〔
神
奈
川
県
〕
五
百
株
平
沼
専
蔵
〔
山
梨
県
〕
五
百

株
若
尾
逸
平
〔
長
野
県
〕
二
百
株
児
玉
彦
助
〔
新

潟
県
〕
五
百
株
市
島
徳
次
郎
〔
福
井
県
〕
一
千
株

大
和
田
荘
七
〔
愛
知
県
〕
五
百
株
徳
川
義
礼
〔
京
都

府
〕
四
百
株
大
谷
光
尊
二
百
株
妙
心
寺
住
職
小
林
宗

輔
〔
大
阪
府
〕
八
六
四
株
住
友
吉
左
衛
門
三
百
株

安
部
彦
九
郎
〔
兵
庫
県
〕
二
百
株
辰
馬
半
右
衛
門

〔
岡
山
県
〕
三
百
株
大
原
孫
三
郎

香
川
県

二
五
○
株
大
西
行
礼
（
地
主
）
一
五
○
株
岩
瀬
庄
太
郎

（
塩
田
地
主
）
一
三
五
株
鎌
田
勝
太
郎
（
実
業
兼
地
主
）

一
三
○
株
森
崎
延
蔵
外
八
○
株
一
名
七
○
株
三
名

六
○
株
五
名
五
○
株
五
名
外
香
川
県
合
計
株
数
八
六
一
四

株
人
員
七
一
人
名

韓
国二
千
株
韓
国
宮
内
府
弁
理
人

一
千
株
韓
国
侍
講
院
弁
理
人

閑
泳
誌

五
百
株
韓
国
英
親
王
宮
弁
理
人

九
八
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以
上
総
株
数
四
三
万
五
六
八
四
株
人
員
二
万
八
八
六
七
名

政
府
は
京
釜
鉄
道
建
設
に
成
功
し
、
将
来
は
大
陸
支
配
の
動
脈
に

な
る
と
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
○
八
年
）

七
月
株
主
総
会
を
開
き
清
算
事
務
を
行
っ
た
。

つ
い
で
四
十
三
年
八
月
韓
国
併
合
後
、
朝
鮮
総
督
府
は
翌
年
四
月

（
師
）

土
地
収
用
令
を
発
令
し
た
。
併
〈
ロ
ー
別
後
の
朝
鮮
の
土
地
は
私
有
権
が

確
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
帰
属
も
不
明
で
、
ま
た
面
積
さ
え
も
不
明

で
あ
っ
た
。

一
方
、
日
本
で
は
資
本
蓄
積
と
共
に
土
地
投
機
熱
が
盛
ん
と
な
り

日
本
政
府
は
四
十
三
年
三
月
韓
国
政
府
に
対
し
「
土
地
調
査
事
業
」

を
開
始
さ
せ
、
八
月
公
然
と
取
込
に
か
か
っ
た
。
こ
の
事
業
を
八
年

間
の
継
続
事
業
と
し
近
代
的
土
地
所
有
制
を
確
立
し
た
が
、
そ
の
間

一
般
農
民
の
土
地
所
有
権
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
奪
わ
れ
、
ま
た
そ
の
中
に

こ
れ
ま
で
農
民
達
の
共
有
地
で
あ
っ
た
土
地
、
韓
国
政
府
の
「
公
有

地
」
は
「
国
有
地
」
と
し
て
総
督
府
管
轄
下
に
お
か
れ
日
本
人
地

主
、
或
は
土
地
会
社
に
払
下
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
所
有
地
が
急
増

し
、
且
そ
の
土
地
の
多
く
は
穀
倉
地
帯
で
全
羅
南
。
北
道
・
京
畿

道
・
忠
清
南
道
・
黄
海
道
等
に
集
中
し
、
金
融
特
殊
会
社
で
あ
る
朝

鮮
殖
産
、
朝
鮮
興
業
等
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
殊
に
東
洋
拓
殖
は
大
正

八
年
（
一
九
一
九
）
に
七
万
八
五
二
○
町
歩
を
所
有
し
朝
鮮
最
大
の

地
主
と
な
り
、
地
税
は
定
額
金
納
制
と
し
た
。
土
地
調
査
事
業
と
並

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

行
し
て
林
野
調
査
事
業
は
更
に
大
規
模
で
軍
用
地
》
鉄
道
用
地
》
そ

の
他
官
用
地
の
名
目
で
収
奪
が
す
す
め
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
香
川
県
の
地
主
達
は
農
業
開
発
、

営
農
を
建
前
と
し
た
会
社
を
設
立
し
た
。
そ
の
二
、
一
一
一
の
例
に
つ
い

て
承
る
と
、

⑩
朝
鮮
実
業
株
式
会
社
こ
の
会
社
は
農
業
開
発
、
営
農
を
一
応

の
目
的
と
し
た
会
社
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
態
は
経
済
的
に
弱
い

立
場
の
朝
鮮
農
民
か
ら
高
利
賃
的
手
法
で
次
々
と
農
地
を
収
奪
し

た
会
社
で
、
最
初
は
金
貸
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
会
社
で
、
業
績

（
犯
）

が
良
好
で
あ
っ
た
為
か
株
価
は
額
面
の
何
倍
も
し
た
と
い
う
。

②
韓
国
実
業
株
式
会
社
こ
の
会
社
は
あ
ま
り
業
績
振
わ
ず
、
そ

の
上
内
地
の
経
済
界
不
順
と
朝
鮮
人
民
の
暴
徒
が
各
地
に
起
り
等

（
羽
）

で
将
来
に
希
望
を
持
つ
程
度
。

③
韓
国
拓
殖
株
式
会
社
こ
の
会
社
の
所
有
地
は
、
韓
国
政
府
よ

り
慶
尚
南
北
両
道
全
部
に
亘
る
原
野
開
拓
の
特
許
を
得
、
已
仁
慶

尚
道
の
開
拓
と
共
に
全
羅
忠
清
の
二
道
共
に
所
謂
一
一
一
南
の
宝
庫
と

も
い
う
士
壊
肥
沃
な
土
地
で
、
い
ず
れ
も
農
事
経
営
を
建
前
と
し

て
い
る
。
な
お
こ
の
会
社
は
朝
鮮
実
業
と
共
に
香
川
県
の
地
主
・

商
人
で
設
立
し
た
会
社
で
あ
っ
た
が
全
国
的
な
規
模
の
会
社
で
あ

っ
た
。
ま
た
こ
の
会
社
の
定
款
の
中
に
「
当
会
社
ノ
存
立
期
〈
設

（
伽
）

立
登
記
ノ
日
ヨ
リ
満
九
拾
九
個
年
ト
ス
」

九
九
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東
洋
拓
殖
の
総
則
中
に
は
「
存
立
時
期
ノ
設
立
登
記
ノ
日
ヨ
リ
百

年
ト
ス
但
政
府
ノ
認
可
ヲ
受
ヶ
延
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
る
。

以
上
、
日
本
人
地
主
が
朝
鮮
進
出
を
試
承
る
経
済
的
背
景
は
、
仙

田
畑
売
買
価
格
の
低
廉
性
（
日
本
の
一
一
％
～
二
一
一
％
、
②
高
率
小

作
料
収
取
体
系
の
存
在
、
③
こ
の
結
果
土
地
利
廻
り
が
日
本
の
二
倍

（
似
）

～
一
二
倍
の
高
水
準
で
あ
る
こ
と
。

明
治
三
十
八
年
（
一
九
○
五
）
八
月
、
日
露
戦
争
が
勝
利
に
終
る

と
金
融
界
は
資
金
が
豊
富
に
な
り
、
投
資
ブ
ー
ム
が
起
り
、
香
川
県
の

地
主
達
は
株
式
熱
に
浮
か
れ
て
満
鉄
株
を
買
漁
り
、
一
時
は
田
地
の

反
別
所
有
よ
り
株
数
の
所
有
数
を
財
産
の
バ
ロ
メ
ー
タ
と
し
た
。

明
治
二
十
三
年
二
八
九
○
）
は
立
憲
国
家
の
基
礎
が
固
ま
る
が
、

他
方
全
国
的
な
凶
作
の
た
め
米
価
は
二
十
二
年
の
二
倍
と
な
り
、
各

地
に
暴
動
が
起
り
経
済
面
で
は
株
価
の
暴
落
、
輸
出
の
不
振
、
物
価

の
下
落
な
ど
日
本
で
最
初
の
経
済
恐
慌
と
な
っ
た
。
そ
の
頃
寄
生
地

主
制
が
成
立
し
、
そ
の
た
め
地
主
と
小
作
層
の
対
立
が
農
村
に
お
い

て
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
。
明
治
中
頃
の
寄
生
地
主
制
の
確
立
に
対
応

し
て
農
村
問
題
の
基
調
が
転
化
す
る
と
と
も
に
主
体
的
な
農
民
行
動

の
面
で
徐
々
に
地
主
的
主
体
性
か
ら
小
作
農
民
主
体
へ
と
転
換
す
る

時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

九
地
主
階
級
の
消
滅

法
政
史
学
第
四
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号

さ
て
香
川
県
の
農
業
の
特
徴
と
し
て
、

⑩
圧
倒
的
に
小
作
農
家
が
多
い
こ
と

②
経
営
規
模
（
耕
作
面
積
）
が
零
細
で
大
阪
府
に
次
い
で
第
二
位

で
、
こ
れ
は
農
民
相
互
間
の
競
争
と
な
り
小
作
料
引
上
げ
と
な

り
、
そ
の
た
め
農
家
の
経
済
も
不
断
に
逼
迫
さ
せ
た
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
で
の
小
作
料
は
高
額
高
率
と
考
え
ら
れ
た
が

事
実
は
む
し
ろ
逆
で
香
川
県
の
小
作
料
の
最
高
は
一
石
二
斗
で
、
こ

れ
は
四
国
乃
至
瀬
戸
内
に
つ
い
て
も
勿
論
全
国
的
に
い
っ
て
も
低
額

低
率
の
部
類
に
入
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
第
一
次
大
戦
後
農
業
経
済
は
行
詰
り
、
各
地
の
小
作
人

は
そ
の
行
詰
り
を
打
開
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
小
作
料
の
軽
減
を

以
て
農
業
生
産
費
の
低
下
を
期
す
る
手
段
を
と
り
、
こ
れ
は
大
正

七
、
八
年
二
九
一
八
～
一
九
）
以
来
我
国
の
重
大
問
題
と
な
っ
た

農
業
争
議
、
又
は
農
民
組
合
運
動
の
原
因
と
な
っ
た
。
香
川
県
の
農

村
運
動
と
小
作
争
議
が
本
格
的
に
高
揚
し
た
の
は
大
正
七
年
の
米
騒

動
か
ら
十
年
（
一
九
二
一
）
の
戦
後
の
恐
慌
以
後
の
こ
と
で
小
作
争

議
は
急
増
し
、
ま
た
争
議
の
内
容
は
唯
不
作
を
理
由
と
す
る
小
作
料

の
一
時
的
引
下
げ
ば
か
り
で
な
く
耕
作
の
不
引
合
を
理
由
と
す
る
小

作
料
の
永
久
的
要
求
す
る
様
に
な
り
、
し
か
も
交
渉
は
個
人
的
で
な

く
団
体
的
で
強
硬
に
交
渉
す
る
よ
う
に
な
り
、
農
民
運
動
は
き
わ
め

て
苛
烈
で
あ
っ
た
の
で
、
小
作
料
は
平
均
し
て
一
割
強
引
下
げ
、
甘

一
○
○
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自作小作別農家戸数の推移（単位戸）

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

年次｜自作｜小作｜目小作｜合計

大正９

１４

昭和３

９

30,322

33,332

36,672

39,822

13,823

14,154

16,860

17,956

41,959

40,479

41,688

39,151

86,104

87,965

95,220

95,930

香川県一戸当耕作反別 自小作

戸数｜割合年別’一戸当

大正３

６

９

１１

１３

5.5反

5.6'’

6.0''

5.7'’

5.8

大正３

７

９

１１

１３

32,511

32,899

30,322

32,218

32,987

35,890

37.2

35.2

36.3

37.5

(『大野原町話』877頁）

年次｜自作農｜目小作農｜小作農

39％

4２

３９

％０
２
３

４
３
３

22％

２３ノノ

２８〃

明治1６

２４

４１

明治20年代香川県の自作農小作地反別

目 作 作小
年次

田’畑’計 田’畑’計

町歩

１３，９１７

１２，８６３

１２，９４６

１３，６４５

１３,３６８

１３，３６８

１３，７０５

町

20,811

17,677

17,018

18,519

18,341

18,258

18,738

町
印
肥
犯
師
刈
刀
弱

９
３
７
５
７
７
７

９
９
，
，
，
９
９

１
６
５
５
５
５
５

２
２
２
２
２
２
２

、
８
２
０
６
５
６
５

町
３
４
６
７
９
５
４

０
１
４
３
３
４
３

Ｊ
，
，
ｊ
，
９
９

６
５
５
５
５
５
５

町

21,988

31,458

31,218

30,943

31，169

31,235

31,080

町
弘
以
扣
別
冊
卯
羽

８
８
７
９
９
８
０

９
，
Ｐ
‘
９
，
９

６
４
４
４
４
４
５

３
４
６
７
８
９
０

２
２
２
２
２
２
３

治明

○

(香川県統計課）
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士
料
（
小
作
株
）
は
四
割
引
上
げ
、
地
価
は
二
割
強
引
下
げ
た
。

一
方
地
主
は
団
体
を
も
っ
て
小
作
人
に
対
抗
す
る
場
合
も
あ
っ
た

が
、
地
主
の
土
地
所
有
反
別
の
差
異
、
在
村
地
主
と
不
在
地
主
の

別
、
小
作
料
を
唯
一
の
収
入
と
す
る
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
等
地
主

相
互
間
の
利
害
が
一
致
せ
ず
団
結
力
は
脆
弱
で
、
そ
の
た
め
地
主
の

と
る
手
段
は
小
作
料
の
請
求
の
催
告
状
を
出
し
、
小
作
人
が
こ
れ
に

応
じ
ぬ
場
合
は
小
作
料
請
求
訴
訟
を
起
し
、
こ
れ
に
伴
う
現
物
若
し

く
は
稲
立
毛
の
仮
差
押
を
執
行
し
、
又
は
耕
地
返
還
請
求
訴
訟
を
提

（
佃
）

起
し
、
土
地
立
入
処
分
に
付
し
飽
迄
小
作
人
に
対
抗
し
た
。

第
二
次
大
戦
終
了
前
、
日
本
政
府
は
第
一
次
農
地
改
革
と
も
い
う

ぺ
き
「
改
正
農
地
調
整
法
」
を
立
案
し
た
。

つ
い
で
終
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
よ
り
の
勧
告
に
よ
っ
て
昭
和
二
十
一
年

二
九
四
六
）
「
農
地
制
度
改
革
の
徹
底
に
関
す
る
件
」
を
閣
議
に
提

出
し
、
第
九
十
臨
時
議
会
に
提
出
し
、
二
十
一
年
十
月
十
一
日
議
会

を
通
過
し
た
。
こ
れ
が
第
二
次
農
地
改
革
で
あ
る
。

香
川
県
農
地
改
革
後
の
土
地
関
係

法
政
史
学
第
四
十
号

四
五
・
六
四
○
町
歩
一
四
、
六
一
七
町
歩
一
五
○
、
二
五
七
町
歩

自
作
地
一
小
作
地
一
合

（
昭
和
一
一
十
五
年
八
月
一
日
現
在
『
百
十
四
銀
行
八
十
年
誌
』
六
三
五
頁
）

九
○
・
八
一
％
’
九
・
一
九
％

一
○
○
％ 計

一
県
と
し
て
の
経
営
が
成
り
立
た
ぬ
程
の
弱
い
立
場
の
讃
岐
に
対

し
名
東
県
は
重
税
を
か
げ
、
そ
れ
の
大
半
を
吉
野
川
治
水
費
に
使

い
、
こ
れ
は
不
公
平
だ
と
県
議
会
で
は
激
論
が
双
方
た
え
ず
、
今
度

は
愛
媛
県
の
場
合
も
不
調
で
人
情
・
風
俗
・
習
慣
が
互
に
ち
が
う

上
、
交
通
・
通
信
・
経
済
・
産
業
・
教
育
等
い
ず
れ
も
相
容
れ
ら
れ

ず
、
そ
の
上
に
主
な
施
設
は
愛
媛
県
側
に
お
か
れ
、
い
ろ
い
ろ
と
不

都
合
な
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
中
で
も
租
税
の
面
で
承
る
と
例
え
ば

明
治
十
三
年
二
八
八
○
）
の
決
算
報
告
書
で
は
讃
岐
側
か
ら
一
九

万
二
八
四
五
円
の
税
金
を
納
め
た
に
も
拘
ら
ず
実
際
に
讃
岐
の
た
め

に
使
っ
た
の
は
一
六
万
三
○
七
四
円
で
三
万
円
の
巨
費
を
伊
予
側
に

使
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
愛
媛
県
地
方
税
割
当
に
つ
い
て
も
両
方
を
比

較
す
る
と
讃
岐
側
の
負
担
は
伊
予
に
比
べ
て
は
る
か
に
大
き
く
年
毎

に
幾
万
円
の
莫
大
を
以
て
伊
予
を
補
助
し
て
い
る
。

以
上
地
主
の
農
地
は
国
に
強
制
的
仁
買
上
げ
ら
れ
、
報
償
金
は
都

道
府
県
知
事
発
行
の
買
収
令
書
に
よ
っ
て
日
本
勧
業
銀
行
か
ら
支
払

を
う
け
た
（
但
し
北
海
道
地
域
は
北
海
道
拓
殖
銀
行
で
あ
っ
た
）
。

以
上
に
よ
っ
て
地
主
階
級
は
ほ
ぼ
消
滅
し
、
一
方
、
旧
小
作
層
は

耕
す
者
が
そ
の
土
地
を
所
有
す
る
と
い
う
農
民
的
土
地
所
有
が
実
現

し
、
そ
れ
と
共
に
経
済
面
で
も
改
善
さ
れ
た
。

あ
と
が
き

○
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以
上
の
理
由
で
讃
岐
側
は
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
、
当
時
の

内
務
大
臣
山
県
有
朋
に
分
県
の
請
願
書
を
提
出
し
た
が
却
下
、
三
年

後
の
十
九
年
二
八
八
六
）
に
再
び
提
出
し
、
讃
岐
の
人
口
は
土
佐

よ
り
多
く
、
経
済
的
に
見
て
も
独
立
上
の
条
件
が
整
っ
て
Ⅶ
る
こ
と

を
理
路
整
然
と
述
べ
、
政
府
も
よ
う
や
く
こ
れ
を
間
届
け
、
明
治
二

十
一
年
（
一
八
八
八
）
十
一
一
月
三
日
勅
令
に
よ
り
分
県
独
立
し
、
明

（
㈹
）

治
四
年
発
足
し
て
か
ら
十
七
年
目
に
三
度
目
の
独
立
県
と
な
っ
た
。

つ
い
で
な
が
ら
香
川
県
の
独
立
に
よ
っ
て
全
国
が
三
府
四
十
一
一
一
県
と

な
っ
た
。

な
お
管
轄
が
変
遷
し
た
の
で
当
時
の
諸
資
料
、
統
計
書
が
分
散
し

て
非
常
に
乏
し
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

註（
１
）
土
屋
喬
雄
著
「
維
新
経
済
史
』
昭
Ⅳ
一
七
三
頁

（
２
）
香
川
県
史
編
さ
ん
室
編
『
香
川
県
史
』
（
近
現
代
史
料
編
）
昭
田

四
○
三
頁

（
３
）
愛
媛
県
布
達

（
４
）
同
右

（
５
）
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
大
山
家
文
書

（
６
）
福
島
正
夫
箸
『
地
租
改
正
』
昭
蝿
一
七
三
頁

（
７
）
日
本
専
売
公
社
編
「
近
現
代
史
料
編
」
二
六
頁

（
８
）
福
島
、
前
掲
書
一
九
六
頁

（
９
）
『
香
川
県
大
川
郡
長
尾
村
誌
』

香
川
県
の
地
租
改
正
と
そ
の
影
響
（
土
居
）

／■、／~、〆￣、グー、〆￣、／￣、／￣、〆■、〆■、グー、〆■、／■、／■、／■、グー、／￣、／~、／￣、〆■、／■、グー、／￣、〆■、／－，

３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０
、_ンＮ_ン、.〆、＝ノ、-グ、－ソ里-ン、＝〆、＿〆埋一"、＝"￣.’、－〆、‐ン､～’、‐〆、_〆、－／、字ン、＝／、-ノ、－〆、-〆、-’

『
香
川
県
寒
川
町
誌
』
昭
㈹
四
一
○
頁

福
家
惣
衛
著
「
香
川
県
近
代
史
』
昭
弘
四
○
八
頁

香
川
県
編
『
香
川
県
農
業
史
」
五
三
頁

日
本
専
売
公
社
編
「
近
現
代
史
料
編
」
二
七
頁

明
治
二
十
四
年
国
会
提
出
ノ
地
租
軽
減
請
願
書
ヨ
リ

福
島
、
前
掲
書
二
○
九
頁

瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
大
山
家
文
書

『
明
治
大
正
農
政
経
済
名
著
集
』
「
本
那
地
租
の
沿
革
」

『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
」
Ⅲ
（
有
元
正
雄
）
、
一
八
三
～
一
八
四
頁

愛
媛
県
布
達

都
崎
秀
太
郎
「
梧
庵
遺
稿
」

『
明
治
農
業
論
集
』
地
租
土
地
所
有
論
、
三
○
○
頁

『
香
川
県
財
田
町
誌
』
昭
朋
五
○
九
頁

土
屋
喬
雄
著
『
維
新
経
済
史
』

百
十
四
銀
行
編
『
百
十
四
銀
行
八
十
年
誌
』

明
治
大
正
農
政
経
済
名
著
集
一
「
興
業
意
見
」

前
掲
『
百
十
四
銀
行
八
十
年
誌
」

『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
妬
、
一
○
五
頁
引
用
阪
谷
芳
郎
論
説

前
掲
『
百
十
四
銀
行
八
十
年
誌
』
五
五
頁

同
右

『
明
治
財
政
史
』
第
十
二
巻
、
七
○
三
～
七
○
四
頁

前
掲
「
百
十
四
銀
行
八
十
年
誌
」

瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
丸
岡
家
文
書

『
香
川
県
農
工
銀
行
誌
』
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（
弧
）
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
渡
辺
家
文
書

（
弱
）
中
村
政
則
箸
『
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
」
八
○
頁
・
八
五
頁

（
釦
）
京
釜
鉄
道
株
式
会
社
資
料

（
町
）
『
官
報
』
明
治
四
十
四
年
四
月
二
十
二
日
「
土
地
収
用
令
」
、
同
四

十
一
年
八
月
二
十
七
日
「
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
法
」

（
胡
）
「
朝
鮮
実
業
株
式
会
社
営
業
報
告
」
大
正
三
年

（
胡
）
「
韓
国
実
業
株
式
会
社
事
業
報
告
書
」
明
治
四
十
年

（
側
）
「
韓
国
拓
殖
株
式
会
社
事
業
報
告
書
」
明
治
四
十
年

（
虹
）
森
元
辰
昭
「
日
本
人
地
主
の
植
民
地
（
朝
鮮
）
進
出
」
（
『
士
地
制
度

史
学
』
八
十
二
号
）
一
一
三
頁

（
妃
）
香
川
県
農
民
運
動
研
究
会
編
『
香
川
県
農
民
運
動
史
』
昭
妬

（
妬
）
前
掲
大
山
家
文
書
分
県
撤
文
及
び
『
香
川
県
百
年
史
』
参
照

資
料
閲
覧
に
便
宜
を
は
か
っ
て
下
さ
っ
た
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館

専
門
職
員
徳
山
久
夫
氏
に
紙
面
を
も
ち
ま
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

法
政
史
学
第
四
十
号

『
法
政
史
学
』
第
三
八
号
要
目

江
戸
幕
府
代
官
史
料
の
性
格

村
上
直

縄
文
時
代
の
縦
長
剥
片
生
産
技
術

阿
部
朝
衛

近
世
初
期
、
秋
川
流
域
に
お
け
る
村
落
構
造
の
一
考
察清
水
恵
美
子

英
国
紀
行

伊
藤
玄
三

ほ
か

『
法
政
史
学
』
第
三
九
号
要
目

「
ミ
ラ
ノ
勅
令
」
を
め
ぐ
っ
て

後
藤
篤
子

幕
臣
福
沢
諭
吉
の
政
治
思
想
発
展
過
程

長
尾
政
憲

大
安
寺
の
熊
凝
草
創
説
話
に
つ
い
て

星
野
良
史

三
銑
銭
発
行
に
関
す
る
疑
点
に
つ
い
て

湯
本
豪
一

ほ
か

一
○
四
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